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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の成分を含む潤滑油組成物：
　（ａ）潤滑粘度の油、
　（ｂ）一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤、
　ただし、潤滑油組成物のリン含有量は０．２０質量％以下であって、かつ硫黄含有量は
０．５０質量％以下である。
【請求項２】
　下記の成分を含む潤滑油組成物：
　（ａ）潤滑粘度の油、
　（ｂ）下記の工程を含む方法により製造された一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属ア
ルキルトルエンスルホネート清浄剤：
　（ｉ）（１）少なくとも一種の油溶性トルエンスルホン酸、または油溶性アルカリ土類
金属トルエンスルホネート塩、またはそれらの混合物、
　　（２）少なくとも一種のアルカリ土類金属源、
　　（３）ａ）少なくとも一種の炭化水素溶媒とｂ）少なくとも一種の炭素原子数１～１
３のアルコールとからなる混合物中に存在する少なくとも一種のホウ素源、
　　および
　　（４）一種以上の過塩基化酸、ただし、それらのうちの少なくとも一種はホウ酸であ
る、を反応させる工程、
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　（ii）工程（ｉ）の反応生成物を、炭化水素溶媒、炭素原子数１～１３のアルコールお
よび工程（ｉ）で生成した水のいずれの蒸留温度よりも高い温度に加熱することにより、
工程（ｉ）の生成物から炭化水素溶媒、炭素原子数１～１３のアルコールおよび生成水を
蒸留により除く工程、
　ただし、上記方法において反応混合物への外部からの水の添加は行なわない、そしてま
た、潤滑油組成物は、リン含有量は０．２０質量％以下であって、かつ硫黄含有量は０．
５０質量％以下である。
【請求項３】
　リン含有量が０．１６質量％以下である請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４】
　リン含有量が０．１２質量％以下である請求項３に記載の潤滑油組成物。
【請求項５】
　硫黄含有量が０．４０質量％以下である請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項６】
　硫黄含有量が０．３５質量％以下である請求項５に記載の潤滑油組成物。
【請求項７】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤を、５乃至
６０ｍＭ含む請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項８】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤を、１０乃
至５０ｍＭ含む請求項７に記載の潤滑油組成物。
【請求項９】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤を、１５乃
至４０ｍＭ含む請求項８に記載の潤滑油組成物。
【請求項１０】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤が、過塩基
性清浄剤である請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１１】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤の各々のＴ
ＢＮが、１０乃至５００である請求項１０又は２に記載の潤滑油組成物。
【請求項１２】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤の各々のＴ
ＢＮが、５０乃至４００である請求項１１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１３】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤の各々のＴ
ＢＮが、１００乃至３００である請求項１２に記載の潤滑油組成物。
【請求項１４】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤の各々のＴ
ＢＮが、１５０乃至２００である請求項１３に記載の潤滑油組成物。
【請求項１５】
　さらに、一種以上の非ホウ酸化金属含有清浄剤を含む請求項１又は請求項２に記載の潤
滑油組成物。
【請求項１６】
　一種以上の非ホウ酸化金属含有清浄剤が、カルボキシレート清浄剤、スルホネート清浄
剤、フェネート清浄剤およびそれらの混合物から選ばれる請求項１５に記載の潤滑油組成
物。
【請求項１７】
　一種以上の非ホウ酸化金属含有清浄剤の金属が、ナトリウム、カリウム、リチウム、銅
、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、亜鉛およびカドミウムから選
ばれる請求項１５に記載の潤滑油組成物。
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【請求項１８】
　一種以上の非ホウ酸化金属含有清浄剤のうちの少なくとも一種が、カルシウム塩または
マグネシウム塩である請求項１５に記載の潤滑油組成物。
【請求項１９】
　一種以上の非ホウ酸化金属含有清浄剤のうちの少なくとも一種が、カルシウムスルホネ
ートである請求項１５に記載の潤滑油組成物。
【請求項２０】
　一種以上の非ホウ酸化金属含有清浄剤のうちの少なくとも一種が、カルシウムフェネー
トである請求項１６に記載の潤滑油組成物。
【請求項２１】
　カルシウムスルホネートが低過塩基性清浄剤である請求項１９に記載の潤滑油組成物。
【請求項２２】
　カルシウムフェネートが高過塩基性清浄剤である請求項２０に記載の潤滑油組成物。
【請求項２３】
　一種以上の非ホウ酸化金属含有清浄剤が、０．５乃至５０ｍＭの量で存在する請求項１
５に記載の潤滑油組成物。
【請求項２４】
　一種以上の非ホウ酸化金属含有清浄剤が、２乃至３８ｍＭの量で存在する請求項２３に
記載の潤滑油組成物。
【請求項２５】
　さらに、一種以上の無灰分散剤を含む請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項２６】
　一種以上の無灰分散剤のうちの少なくとも一種が、コハク酸系分散剤である請求項２５
に記載の潤滑油組成物。
【請求項２７】
　コハク酸系分散剤がビスコハク酸イミド分散剤である請求項２６に記載の潤滑油組成物
。
【請求項２８】
　コハク酸系分散剤がホウ酸化分散剤である請求項２６に記載の潤滑油組成物。
【請求項２９】
　一種以上の無灰分散剤が、０．５乃至１０．０質量％の量で存在する請求項２５に記載
の潤滑油組成物。
【請求項３０】
　一種以上の無灰分散剤が、２．０乃至８．０質量％の量で存在する請求項２９に記載の
潤滑油組成物。
【請求項３１】
　一種以上の無灰分散剤が、４．０乃至６．０質量％の量で存在する請求項３０に記載の
潤滑油組成物。
【請求項３２】
　さらに、一種以上の耐摩耗性添加剤を含む請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物
。
【請求項３３】
　一種以上の耐摩耗性添加剤のうちの少なくとも一種が、ジチオリン酸亜鉛である請求項
３２に記載の潤滑油組成物。
【請求項３４】
　一種以上の耐摩耗性添加剤が、１２乃至２４ｍＭの量で存在する請求項３２に記載の潤
滑油組成物。
【請求項３５】
　一種以上の耐摩耗性添加剤が、１６乃至２０ｍＭの量で存在する請求項３４に記載の潤
滑油組成物。
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【請求項３６】
　さらに、一種以上の粘度指数調整剤を含む請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物
。
【請求項３７】
　一種以上の粘度指数調整剤のうちの少なくとも一種が、エチレン・プロピレン共重合体
である請求項３６に記載の潤滑油組成物。
【請求項３８】
　一種以上の粘度指数調整剤が、２．０乃至６．０質量％の量で存在する請求項３６に記
載の潤滑油組成物。
【請求項３９】
　さらに、一種以上の摩擦緩和剤を含む請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４０】
　一種以上の摩擦緩和剤のうちの少なくとも一種が、モリブデン含有物質である請求項３
９に記載の潤滑油組成物。
【請求項４１】
　モリブデン含有物質がモリブデンコハク酸イミド錯体である請求項４０に記載の潤滑油
組成物。
【請求項４２】
　一種以上の摩擦緩和剤が、０．１乃至０．８質量％の量で存在する請求項３９に記載の
潤滑油組成物。
【請求項４３】
　一種以上の摩擦緩和剤が、０．１５乃至０．５質量％の量で存在する請求項４２に記載
の潤滑油組成物。
【請求項４４】
　一種以上の摩擦緩和剤が、０．２０乃至０．４０質量％の量で存在する請求項４３に記
載の潤滑油組成物。
【請求項４５】
　さらに、一種以上の酸化防止剤を含む請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４６】
　一種以上の酸化防止剤のうちの少なくとも一種が、芳香族アミンである請求項４５に記
載の潤滑油組成物。
【請求項４７】
　一種以上の酸化防止剤のうちの少なくとも一種が、フェノール系エステルである請求項
４５に記載の潤滑油組成物。
【請求項４８】
　一種以上の酸化防止剤が、０．１乃至３．０質量％の量で存在する請求項４５に記載の
潤滑油組成物。
【請求項４９】
　一種以上の酸化防止剤が、０．５乃至２．０質量％の量で存在する請求項４８に記載の
潤滑油組成物。
【請求項５０】
　さらに、さび止め添加剤、消泡剤およびシール固定剤から選ばれた一種以上の添加剤を
含む請求項１又は請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項５１】
　消泡剤のうちの少なくとも一種が、シリコン系消泡剤である請求項５０に記載の潤滑油
組成物。
【請求項５２】
　２０乃至４０ｐｐｍのシリコン系消泡剤を含む請求項５１に記載の潤滑油組成物。
【請求項５３】
　ホウ素を、潤滑油組成物の全質量に基づき少なくとも５０ｐｐｍ含む請求項１又は請求
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項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項５４】
　ホウ素を、潤滑油組成物の全質量に基づき少なくとも１００ｐｐｍ含む請求項５３に記
載の潤滑油組成物。
【請求項５５】
　ホウ素を、潤滑油組成物の全質量に基づき少なくとも５００ｐｐｍ含む請求項５４に記
載の潤滑油組成物。
【請求項５６】
　ホウ素を、潤滑油組成物の全質量に基づき少なくとも１０００ｐｐｍ含む請求項５５に
記載の潤滑油組成物。
【請求項５７】
　一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤の各々が、
アルキルトルエンスルホン酸から誘導され、そしてアルキルトルエンスルホン酸のアルキ
ル基が、炭素原子１０～４０個を含んでいる請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項５８】
　アルキルトルエンスルホン酸のアルキル基が、炭素原子１２～３０個を含んでいる請求
項５７に記載の潤滑油組成物。
【請求項５９】
　アルキルトルエンスルホン酸のアルキル基が、炭素原子１６～２６個を含んでいる請求
項５８に記載の潤滑油組成物。
【請求項６０】
　アルキルトルエンスルホン酸のアルキル基が、線状アルキル基である請求項５７に記載
の潤滑油組成物。
【請求項６１】
　下記のことを含む潤滑油組成物の製造方法：
　下記の成分を混合して：
　（ａ）潤滑粘度の油、
　（ｂ）一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤、
　その結果、リン含有量が０．２０質量％以下で、かつ硫黄含有量を０．５０質量％以下
である潤滑油組成物を得ること。
【請求項６２】
　下記の成分を混合して、リン含有量が０．２０質量％以下であって、かつ硫黄含有量が
０．５０質量％以下である潤滑油組成物を製造する方法：
　（ａ）潤滑粘度の油、および
　（ｂ）下記の工程を含む方法により製造された一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属ア
ルキルトルエンスルホネート清浄剤：
　（ｉ）（１）少なくとも一種の油溶性トルエンスルホン酸、または油溶性アルカリ土類
金属トルエンスルホネート塩、またはそれらの混合物、
　　（２）少なくとも一種のアルカリ土類金属源、
　　（３）ａ）少なくとも一種の炭化水素溶媒とｂ）少なくとも一種の炭素原子数１～１
３のアルコールとからなる混合物中に存在する少なくとも一種のホウ素源、
　　および
　　（４）一種以上の過塩基化酸、ただし、それらのうちの少なくとも一種はホウ酸であ
る、を反応させる工程、
　（ii）工程（ｉ）の反応生成物を、炭化水素溶媒、炭素原子数１～１３のアルコールお
よび工程（ｉ）で生成した水のいずれの蒸留温度よりも高い温度に加熱することにより、
工程（ｉ）の生成物から炭化水素溶媒、炭素原子数１～１３のアルコールおよび生成水を
蒸留により除く工程、
　ただし、上記方法において反応混合物への外部からの水の添加は行なわない。
【請求項６３】
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　ディーゼルエンジンの摩耗を低減する方法であって、請求項１又は請求項２に記載の潤
滑油組成物を用いて該エンジンを作動させることからなる方法。
【請求項６４】
　ディーゼルエンジンの腐食を低減する方法であって、請求項１又は請求項２に記載の潤
滑油組成物を用いて該エンジンを作動させることからなる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、潤滑油組成物に関する。特には、本発明は、リンと硫黄のレベルを下げなが
ら、ディーゼルエンジン油、特に高負荷用途のディーゼルエンジン油としての潤滑剤性能
が改善された潤滑油組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　環境問題への関心により、圧縮点火（ディーゼル燃料）及び火花点火（ガソリン燃料）
内燃機関から、一酸化炭素（ＣＯ）や炭化水素、窒素酸化物（ＮＯX）といった排出物を
低減しようとする継続的な努力が行なわれている。また、圧縮点火ディーゼル内燃機関か
ら粒子状排出物を低減しようとする努力も継続している。乗用車や他の車両、重負荷機械
の今日の排出基準を満たすために、装置製造業者（ＯＥＭ）は、排ガス後処理装置を装着
してきている。そのような排ガス後処理装置としては、これらに限定されるものではない
が、触媒コンバータおよび／または微粒子捕集装置が挙げられる。
【０００３】
　触媒コンバータには一般に、一種以上の酸化触媒、ＮＯX蓄積触媒および／またはＮＨ3

低減触媒が含まれている。含まれた触媒は一般に白金などの触媒金属と金属酸化物の組合
せからなる。触媒コンバータは、排気系統、例えば自動車の排気管に搭載されて、有毒な
ガスを無毒のガスに変換する。触媒コンバータの使用は、地球温暖化傾向および他の環境
破壊を食い止めようと努力する上で欠かせないと考えられている。だが、触媒は一定の元
素または化合物、特にリン化合物にさらされると、結果として被毒するため、無効にはな
らないとしても効力が薄れることがある。リン化合物が排気ガスに混入するいろいろな道
筋の中には、リン含有潤滑油添加剤の分解がある。リン潤滑油添加剤の例としては、ジア
ルキルジチオリン酸亜鉛等が挙げられる。ジアルキルジチオリン酸亜鉛は、性能と原価効
率両方の観点から、潤滑油組成物において最も有効で従来より使用されている酸化防止剤
であり、耐摩耗性添加剤である。それらは有効な酸化防止剤で耐摩耗性添加剤であるが同
時に、それらによってエンジンに混入するリン、硫黄および灰分が、触媒と反応して触媒
コンバータのサービス寿命を縮めることがある。また、潤滑剤をブレンドするのに使用す
る基油と硫黄含有潤滑油添加剤の両方の分解によって混入する排気ガス中の高レベルの硫
黄および硫黄化合物によって、還元触媒は損傷を受けやすい。硫黄含有潤滑油添加剤の例
としては、これらに限定されるものではないが、マグネシウムスルホネート、および他の
硫酸化又はスルホン化清浄剤が挙げられる。
【０００４】
　微粒子捕集装置は通常、排気系統、特にディーゼルエンジンの排気系統に搭載されて、
カーボンブラック粒子またはその微細凝縮粒子又は凝集塊（すなわち、「ディーゼルスス
」）が、環境中に放出されるのを防いでいる。大気や水、他の環境構成要素を汚染するこ
ととは別に、ディーゼルススは認定された発癌物質である。そして、これら捕集装置は、
普通の灰生成清浄添加剤を含む金属含有潤滑油添加剤の分解生成物である金属灰分によっ
て閉塞することがある。
【０００５】
　後処理装置の長期間の使用有効期間を確実にするために、そのような装置に負の影響を
最も少なく及ぼす潤滑油添加剤を開発することが望まれている。この目的で装置製造業者
はしばしば、「新規な潤滑油充填」及び「最初の潤滑油交換」のための潤滑油について硫
黄分及び／又はリン分の上限に種々の制限を設けている。例えば、軽負荷自動車用内燃機
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関に使用する場合には、一般に硫黄レベルは０．３０質量％又はそれ以下で、リンレベル
は０．０８質量％又はそれ以下であるように要求している。だが、潤滑油組成物を重負荷
内燃機関に使用する場合には、最大硫黄、リン及び／又は硫酸灰分レベルは違っていても
よいとされ、例えば、最大リンレベルはそれら重負荷エンジンでは０．２質量％ぐらい高
くてもよいし、また最大硫黄レベルは０．５質量％ぐらい高くてもよいとされている。
【０００６】
　排出適合性を増大させようとする努力によって、充分な潤滑剤性能をもたらす必要性に
マイナスが出るべきではない。自動車の火花点火及びディーゼルエンジンには、弁、カム
およびロッカアームを含むバルブトレーン系統があり、それら全部を潤滑にして摩耗から
保護しなければならない。さらに、エンジン油は、エンジン清浄度を保証し、また炭化水
素燃料の不燃物や不完全燃焼物およびエンジン油劣化の生成物である堆積物の生成を抑え
るために、充分な清浄性を与えるものでなければならない。
【０００７】
　上述したように、触媒コンバータの保全を維持する必要から、リン酸エステル及びリン
含有添加剤の使用の低減が行なわれている。しかし、清浄剤は一般には金属スルホネート
清浄剤であるが、酸化により生じた酸の中和により生成した極性酸化残留物を潤滑油に懸
濁するという必要性があることから、その使用は往々にして避けられない。これら清浄剤
は、排気中の硫黄又は硫黄化合物の生成をもたらしている。実際のところ、今日の大半の
環境基準で許可されている灰分の量を、充分な清浄性能に達するのに必要な量よりもはる
かに少ない金属スルホネート清浄剤でも越えてしまうことがある。清浄剤過塩基化のレベ
ルを下げることは、生じる灰分のレベルを下げることになるが、潤滑油組成物の酸中和能
も低減し、もしかするとエンジンピストンや他の部分の酸腐食を招くことにもなる。
【０００８】
　従って、触媒コンバータおよび微粒子捕集装置が汚染物質を有効に低減するのを可能に
することで、よりきれいな環境をもたらすのみならず、例えばエンジン内の摩耗や摩擦を
低減することでエンジン性能を改善することもできるエンジン油添加剤を開発することに
は利益があると言える。よって、環境保護基準とエンジン潤滑要求の両方を満たすことが
できる折衷案または新しい方法の必要性は明らかである。
【０００９】
　望ましい低リン及び低硫黄の潤滑剤であっても、最小レベルの耐摩耗及び腐食防止利益
を示さなければならない。しかし、潤滑油組成物のリンレベルを下げると、耐摩耗、腐食
防止又は酸化防止性能も付随して低下しがちであることが認められている。このような耐
摩耗及び／又は腐食防止能力の低下を補うのに、ある種のホウ素含有化合物が摩耗及び腐
食防護並びに極圧利益をもたらすことが判明した。
【００１０】
　様々なホウ酸化化合物が、当該分野の熟練者により製造されて清浄剤として用いられて
いる。例えば、特許文献１には、ホウ素およびリンを含むコロイド物質が開示されている
。コロイド生成物は次の工程からなる方法により得られている：（１）アルカリ金属スル
ホネートまたはホウ酸化アルカリ土類スルホネートを得る工程、（２）（１）のホウ酸化
過塩基性スルホネートを少なくとも一種の硫化リンと反応させる工程、そして（３）得ら
れた生成物を反応物から分離する工程。そのコロイド生成物は潤滑油組成物に好ましい耐
摩耗性と極圧性を与えると記載されている。
【００１１】
　別の例では特許文献２に、ホウ酸化分散剤、リン酸の金属塩、少なくとも一種のカルボ
キシレート、フェネートまたはスルホネートからなる過塩基性金属組成物を含み、金属が
リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムまたはカルシウムである潤滑油組成物が
開示されている。その特許文献２のホウ酸化分散剤はアルコールホウ酸エステルであり、
潤滑油組成物に好ましい耐摩耗性を与えると記載されている。
【００１２】
　また、特許文献３には、アルカリ土類金属カーボネートとアルカリ土類金属炭化水素ス
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ルホネートの潤滑油分散液を、ホウ酸、酸化ホウ素およびホウ酸の水性アルキルエステル
から選ばれたホウ素化合物と反応させることにより製造された潤滑油組成物が開示されて
いる。
【００１３】
　特許文献４には、ホウ酸を親油性液体反応媒体中でアルカリ金属炭酸塩過塩基性金属ス
ルホネートと接触させることにより製造された、アルカリ金属ホウ酸塩化合物の粒子状分
散液が開示されている。その金属ホウ酸塩の粒子状分散液は潤滑油組成物に好ましい極圧
性を与えると記載されている。
【００１４】
　特許文献５には、下記のホウ素含有化合物を含む潤滑油組成物が開示されている。
【００１５】
【化１】

【００１６】
　ただし、各Ｒは独立に有機基であり、何れの２つの隣接するＲ基も共同して環状基を形
成することができ、そして硫黄とホウ素とリンの比は、式：Ｓl＋５Ｂl＋３Ｐl＞０．３
５で表されている（ここで、Ｓlは組成物中の硫黄の質量パーセントの濃度であり、Ｂlは
組成物中のホウ素の質量パーセントの濃度であり、そしてＰlは組成物中のリンの質量パ
ーセントの濃度である）。その潤滑油組成物は、０．０１乃至０．２５質量％の硫黄、お
よび０．０８質量％又はそれ以下のリンを含み、摩耗防護の改善をもたらすと記載されて
いる。
【００１７】
【特許文献１】米国特許第５３４６６３６号明細書（パルク、外）
【特許文献２】米国特許第６００８１６５号明細書（シャンクリン、外）
【特許文献３】米国特許第３４８０５４８号明細書（ヘルムス、外）
【特許文献４】米国特許第３９２９６５０号明細書（キング、外）
【特許文献５】米国特許第６６０５５７２号明細書（カーリック、外）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明は、摩耗防護及び腐食防止の利点を高レベルでもたらすが、ディーゼルエンジン
にはリン及び／又は硫黄を混入させるレベルが低くなった潤滑油組成物を提供するもので
ある。本発明の潤滑油組成物中のリン含有量のレベルは一般に、約０．２０質量％又はそ
れ以下、又は約０．１６質量％又はそれ以下、又は約０．１２質量％又はそれ以下ですら
ある。本発明の潤滑油組成物中の硫黄含有量のレベルは一般に、約０．５０質量％又はそ
れ以下、又は約０．４０質量％又はそれ以下ですらあり、例えば約０．３５質量％又はそ
れ以下である。また、要求はされてはいないが、これら組成物の灰分の量も一般に低くて
、約１．６質量％又はそれ以下、又は約１．５質量％又はそれ以下、又は約１．２質量％
又はそれ以下であり、例えば約１．１５質量％又はそれ以下である。従って、本発明の潤
滑油組成物は環境的観点から、リンと硫黄を多く含む従来のディーゼルエンジン油よりも
望ましいものである。本発明の組成物は、触媒コンバータおよび微粒子捕集装置のより長
い使用寿命を容易にしながら、同時にそれらエンジンに所望の摩耗及び腐食防護をもたら
すことができる。
【課題を解決するための手段】
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【００１９】
　第一の最も広義の態様では本発明は、重負荷ディーゼルエンジンを含む各種のディーゼ
ルエンジンで使用するのに適した潤滑油組成物であって、主要量の潤滑粘度の油、および
一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤を含む潤滑油
組成物、ただし、潤滑油組成物のリン含有量は約０．２０質量％以下で、かつ硫黄含有量
は約０．５０質量％以下、を提供する。この態様の一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属
アルキルトルエンスルホネート清浄剤は、一般に過塩基性である。これら清浄剤は、公知
の種々の方法により製造することができるが、好ましくは本明細書に記載する改良方法に
よっても製造することができる。
【００２０】
　第二の態様では本発明は、一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスル
ホネート清浄剤を基油などの有機希釈液中に含み、かつ任意に、例えば無灰分散剤、他の
非ホウ酸化金属含有清浄剤、耐摩耗性添加剤、酸化防止剤、摩擦緩和剤、腐食防止剤、消
泡剤、シール固定剤又はシール安定剤などその他所望の種々の添加剤を潤滑油中に含有し
てなる、添加剤パッケージ組成物または濃縮物を提供する。
【００２１】
　第三の態様では本発明は、一台以上の排ガス後処理装置が設けられたディーゼルエンジ
ンを作動させる方法であって、第一の態様の潤滑油組成物を用いて、または第二の態様の
添加剤パッケージ組成物又は濃縮物を用いて、該エンジンを潤滑にすることからなる方法
を提供する。
【００２２】
　第四の態様では本発明は、第一の態様の潤滑油組成物または第二の態様の添加剤パッケ
ージ／濃縮物を製造する方法を提供する。
【００２３】
　当該分野の熟練者であれば以下の記述を参照することによって、本発明のその他更なる
目的、利点および特徴を理解されることであろう。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明は、摩耗防護及び腐食防止利益を高レベルでもたらすが、ディーゼルエンジンに
混入するリン及び／又は硫黄を低レベルとすることのできる潤滑油組成物を提供するもの
である。本発明の潤滑油組成物中のリンのレベルは一般に、約０．２０質量％又はそれ以
下、又は約０．１６質量％又はそれ以下、又は約０．１２質量％又はそれ以下である。本
発明の潤滑油組成物中の硫黄のレベルは一般に、約０．５０質量％又はそれ以下、又は約
０．４０質量％又はそれ以下であり、例えば約０．３５質量％又はそれ以下である。また
、要求はされてはいないが、これら組成物の灰分の量も一般に低くて、約１．６質量％又
はそれ以下、又は約１．５質量％又はそれ以下、又は約１．２質量％又はそれ以下であり
、例えば約１．１５質量％又はそれ以下である。従って、本発明の潤滑油組成物は環境的
観点から、リンと硫黄を多く含む従来のディーゼルエンジン油よりも望ましいものである
。本発明の組成物は、触媒コンバータおよび微粒子捕集装置のより長い使用寿命を容易に
しながら、同時にそれらエンジンに所望の摩耗及び腐食防護をもたらす。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に、様々な特徴および態様について限定しない説明として記載する。
【００２６】
　上述したように、本発明は潤滑油組成物を提供する。組成物の全リン分は、一般的な態
様では約０．２質量％又はそれ以下であり、別の態様では約０．１６質量％又はそれ以下
であり、そしてまた別の態様では約０．１２質量％又はそれ以下である。本発明の典型的
な潤滑油組成物は、リンを組成物の全質量に基づき約０．１２質量％含んでいる。
【００２７】
　本発明の潤滑油組成物の全硫黄分は、一般的な態様では約０．５質量％又はそれ以下で
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あり、別の態様では約０．４質量％又はそれ以下であり、そしてまた別の態様では約０．
３５質量％又はそれ以下である。本発明の典型的な潤滑油組成物は、硫黄を組成物の全質
量に基づき約０．３４質量％含んでいる。
【００２８】
［潤滑粘度の油］
　本発明の潤滑油組成物は一種以上の基油から構成され、基油は主要量（すなわち、約５
０質量％より多い量）で存在する。一般に基油は、潤滑油組成物の約６０質量％より多い
量、又は約７０質量％より多い量、又は約８０質量％より多い量で存在する。基油の硫黄
分は、一般に約１．０質量％未満であり、好ましくは約０．６質量％未満、より好ましく
は約０．４質量％未満、そして特に好ましくは約０．３質量％未満である。本発明の典型
的な潤滑油組成物は、基油を約８７．２質量％含んでいる。
【００２９】
　好適な基油の粘度は、４０℃で少なくとも約２．５ｃＳｔ、又は少なくとも約３．０ｃ
Ｓｔであり、又は少なくとも約３．５ｃＳｔですらあり、例えば少なくとも約４．０ｃＳ
ｔである。また、好適な基油は、流動点が約２０℃より低い、又は約１０℃より低い、又
は約５℃よりも低い、例えば約０℃より低いものであってよい。
【００３０】
　本発明の潤滑油組成物に用いられる基油は、天然油であっても合成油であっても、また
はそれらの混合物であってもよい、ただし、そのような油の硫黄分は、低硫黄潤滑油組成
物を維持するのに要求される上に示した硫黄濃度制限を越えない。適した天然油としては
、動物油および植物油（例えば、ヒマシ油、ラード油）が挙げられる。また、天然油とし
ては、鉱油系潤滑油、例えば液体石油、およびパラフィン型、ナフテン型又は混合パラフ
ィン・ナフテン型の溶剤処理又は酸処理鉱油系潤滑油も挙げることができる。石炭または
頁岩から誘導された油も使用できる。
　合成潤滑油としては、炭化水素油、例えば重合及び共重合オレフィン類（例えば、ポリ
ブチレン、ポリプロピレン、プロピレンイソブチレン共重合体等）；ポリ（１－ヘキセン
）、ポリ（１－オクテン）、ポリ（１－デセン）等およびそれらの混合物；アルキルベン
ゼン（例えば、ドデシルベンゼン、テトラデシルベンゼン、ジノニルベンゼン、ジ－（２
－エチルヘキシル）ベンゼン等）；ポリフェニル（例えば、ビフェニル、ターフェニル、
アルキル化ポリフェニル等）；アルキル化ジフェニルエーテルおよびそれらの誘導体、類
似物及び同族体等を挙げることができる。また、合成潤滑油としては、公知のフィッシャ
ー・トロプシュ気液合成法により製造された油も挙げられる。
【００３１】
　別の公知の合成潤滑油の部類としては、末端ヒドロキシル基がエステル化またはエーテ
ル化などの方法で変性した、アルキレンオキシド重合体及び共重合体及びそれらの誘導体
が挙げられる。これら合成油の例としては、エチレンオキシドまたはプロピレンオキシド
の重合により製造されたポリオキシアルキレン重合体、およびポリオキシアルキレン重合
体のアルキル及びアリールエーテル（例えば、分子量が１０００のメチル－ポリイソ－プ
ロピレングリコールエーテル、または分子量が１０００乃至１５００のポリ－エチレング
リコールのジフェニルエーテル）；およびそれらのモノ及びポリカルボン酸エステル（例
えば、テトラエチレングリコールの酢酸エステル、混合Ｃ3－Ｃ8脂肪酸エステル及びＣ13

オキソ酸ジエステル）を挙げることができる。
【００３２】
　別の好適な合成潤滑油の部類は、ジカルボン酸（例えば、フタル酸、コハク酸、アルキ
ルコハク酸及びアルケニルコハク酸、マレイン酸、アゼライン酸、スベリン酸、セバシン
酸、フマル酸、アジピン酸、リノール酸二量体、マロン酸、アルキルマロン酸、アルケニ
ルマロン酸）と、各種アルコール（例えば、ブチルアルコール、ヘキシルアルコール、ド
デシルアルコール、２－エチルヘキシルアルコール、エチレングリコール、ジエチレング
リコールモノエーテル、プロピレングリコール）とのエステル類である。そのようなエス
テル類の特定の例としては、アジピン酸ジブチル、セバシン酸ジ（２－エチルヘキシル）
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、フマル酸ジ－ｎ－ヘキシル、セバシン酸ジオクチル、アゼライン酸ジイソオクチル、ア
ゼライン酸ジイソデシル、フタル酸ジオクチル、フタル酸ジデシル、セバシン酸ジエイコ
シル、リノール酸二量体の２－エチルヘキシルジエステル、および１モルのセバシン酸と
２モルのテトラエチレングリコールおよび２モルの２－エチルヘキサン酸との反応により
生成した複合エステル等を挙げることができる。
【００３３】
　また、合成油として使用できるエステル類としては、Ｃ5－Ｃ12モノカルボン酸と、ネ
オペンチルグリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリトルトール、ジペンタエリ
トルトールおよびトリペンタエリトルトールなどのポリオール及びポリオールエステルと
から製造されたものも挙げられる。
【００３４】
　合成油はまた、ポリ－アルファ－オレフィン（ＰＡＯ）であってもよい。一般にＰＡＯ
ｓは、炭素原子数４～３０、又は４～２０、又は６～１６の単量体から誘導される。使用
できるＰＡＯｓの例としては、オクテン、デセンおよびそれらの混合物等から誘導された
ものが挙げられる。これらＰＡＯｓの粘度は、１００℃で２乃至１５、又は３乃至１２、
又は４乃至８ｍｍ2／ｓ（ｃＳｔ）であってよい。鉱油と一種以上の上記ＰＡＯｓとの混
合物も使用することができる。
【００３５】
　上に開示した種類の油の未精製、精製、再精製油も、天然であっても合成であっても（
並びに二種以上の混合物であっても）、本発明の潤滑油組成物に使用することができる。
未精製油（または原油）は、天然又は合成原料からそれ以上の精製処理をしないで直接に
得られたものである。精製油は、更に一以上の精製工程で処理されたことを除いては未精
製油と同様である。溶剤抽出、二次蒸留、酸又は塩基抽出、ろ過およびパーコレーション
など多数のそのような精製技術が当該分野の熟練者には知られている。再精製油は、潤滑
油として実際に使用されたが、再使用できるように順次処理された油である。使用済み油
は殆ど常に使い古した添加剤と分解生成物を含んでいるから、標準油精製工程に加えて、
使い古した添加剤と分解生成物を取り除く工程も行わなければならない。そのような再精
製油は再生油又は再処理油としても知られている。
【００３６】
［ホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤］
　本発明の一定のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤を混合
することによって、所望のレベルの摩耗及び腐食防護を有する潤滑油組成物となることが
分かった。この新しい手段により、リンと硫黄が従来レベルより低くても最高のエンジン
性能が実現する。本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄
剤は、公知の種々の方法によっても、また本明細書に記載する新規な改良方法によっても
製造することができる。
【００３７】
　ホウ酸化スルホネート類の幾つかの製造方法は当該分野でも知られている。例えば、米
国特許第４６８３１２６号明細書には井上、外により、アルカリ土類金属ホウ酸塩分散物
の二段階製造方法が開示された。第一工程では、物質（Ａ）乃至（Ｅ）を混合して２０℃
乃至１００℃で反応を進める、ここで、（Ａ）は１００質量部の油溶性で中性のアルカリ
土類金属のスルホネートであり、（Ｂ）は１０乃至１００質量部のアルカリ土類金属の水
酸化物又は酸化物であり、（Ｃ）は（Ｂ）の量の０．５乃至６．５倍の量のホウ酸であり
、（Ｄ）は５乃至５０質量部の水であり、そして（Ｅ）は５０乃至２００質量部の希釈溶
媒である。第二工程では、水と大半の希釈溶媒を除去するために、第一工程の反応混合物
を１００℃乃至２００℃に加熱した。この特許文献の開示内容も、ホウ酸化スルホネート
の製造に関する限り、かつ本発明の開示内容及び特許請求の範囲と矛盾しない限り、参照
内容として本明細書の記載とする。
【００３８】
　二つの関連特許文献にはヘルムス、外により、ホウ酸化添加剤の製造方法、および該ホ
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ウ酸化添加剤を過塩基化してその全塩基価（ＴＢＮ）を増加させる方法が開示されている
。すなわち、米国特許第３４８０５４８号明細書には、アルカリ土類金属炭酸塩とアルカ
リ土類金属炭化水素スルホネートの潤滑油分散液を、ホウ酸、酸化ホウ素およびホウ酸の
水性アルキルエステルからなる群より選ばれたホウ素化合物と、反応させることによって
製造されたホウ酸化添加剤が記載されている。また、米国特許第３６７９５８４号明細書
には、過塩基性アルカリ土類金属スルホネート潤滑油組成物においてアルカリ土類金属の
割合を増加させる方法が記載されている。その方法は次の工程を含む：（１）炭酸塩－過
塩基性アルカリ土類金属スルホネート、アルカリ土類金属水酸化物およびホウ酸を混合す
る工程、そして（２）得られた混合物を二酸化炭素と接触させる工程。これら特許文献の
開示内容も、ホウ酸化スルホネートの製造に関する限り、かつ本発明の開示内容及び特許
請求の範囲と矛盾しない限り、参照内容として本明細書の記載とする。
【００３９】
　また別の例では、フィッシャー、外により米国特許第４７４４９２０号明細書に、更に
ホウ酸化した炭酸塩－過塩基性生成物が開示されている。すなわち、その方法は次の工程
を含む：（ａ）過塩基性スルホネートを一種以上の不活性液体媒体と混合物する工程、（
ｂ）（ａ）の混合物を実質的な泡立ちを防げるほど充分に低い温度にて、ホウ酸化剤でホ
ウ酸化する工程、（ｃ）（ｂ）の混合物の温度を水の沸点よりも高い温度まで上げる工程
、（ｄ）実質的に全ての添加した又は反応で生じた水を、（ｃ）の反応混合物の残部から
取り除きながら、同時に実質的に全ての炭酸塩を残す工程、そして（ｅ）（ｄ）の生成物
を収穫する工程。この特許文献の開示内容も、ホウ酸化スルホネートの製造に関する限り
、かつ本発明の開示内容及び特許請求の範囲と矛盾しない限り、参照内容として本明細書
の記載とする。
【００４０】
　更に別の例では、シュリクトにより米国特許第４９６５００３号明細書に、潤滑剤用の
油溶性のホウ酸化した過塩基性金属清浄添加剤の製造方法が開示されている。すなわち、
その方法は次の工程を含む：（ａ）炭化水素溶媒に分散した金属塩を、金属塩基および極
性溶媒と混合する工程、（ｂ）（ａ）の金属塩混合物を約１０℃乃至約１００℃の範囲の
温度で処理しながら、混合物に酸性ガスを通す工程、（ｃ）（ｂ）の処理混合物を約１０
℃乃至約１００℃の温度でろ過する工程、（ｄ）（ｃ）のろ液にホウ酸化剤を添加し、そ
してろ液を約１５℃乃至約１００℃の範囲の温度で、約０．２５乃至約５．０時間かけて
ホウ酸化剤と反応させる工程、（ｅ）（ｄ）のホウ酸化混合物を、全ての水および大部分
の極性溶媒を蒸留できるほど充分に高い温度で熱する工程、（ｆ）（ｅ）の蒸留したホウ
酸化混合物を、残留溶媒の沸点より低くなるまで冷却し、そして冷却したろ液混合物をろ
過する工程、そして（ｇ）（ｆ）の蒸留冷却したろ液混合物を、約１０乃至約２００ｍｍ
ｓＨｇの範囲の圧力下、約２０℃乃至約１５０℃の範囲の温度でストリップし、それによ
りホウ酸化金属清浄添加剤を回収する工程。この特許文献の開示内容も、ホウ酸化スルホ
ネートの製造に関する限り、かつ本発明の開示内容及び特許請求の範囲と矛盾しない限り
、参照内容として本明細書の記載とする。
【００４１】
　この方法の変形がシュリクト、外により米国特許第４９６５００４号明細書に開示され
ている。その方法は次の工程を含む：（ａ）プロトン性溶媒と炭化水素溶媒の存在下で、
過塩基性金属塩にホウ酸化剤を添加し、そして１５℃乃至１００℃の範囲の温度で、０．
２５乃至５．０時間かけて反応させる工程、（ｂ）（ａ）のホウ酸化金属塩混合物を、少
なくとも約８０％のプロトン性溶媒供給物を蒸留できるほど充分に高い温度に加熱する工
程、（ｃ）（ｂ）の蒸留したホウ酸化混合物を、残留溶媒の沸点より低くなるまで冷却し
、そして冷却したろ液混合物をろ過する工程、そして（ｄ）（ｃ）の蒸留冷却したろ液混
合物を、１０乃至２００ｍｍｓＨｇの範囲の圧力下、２０℃乃至１５０℃の範囲の温度で
ストリップして、ホウ酸化金属清浄添加剤を回収する工程。この特許文献の開示内容も、
ホウ酸化スルホネートの製造に関する限り、かつ本発明の開示内容及び特許請求の範囲と
矛盾しない限り、参照内容として本明細書の記載とする。
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【００４２】
（ホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネートの改良製造方法）
　具体的には、本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート清浄剤
は、下記の工程を含む改良法により製造することができる：
　（ａ）（ｉ）少なくとも一種の油溶性トルエンスルホン酸、または油溶性アルカリ土類
金属トルエンスルホネート塩、またはそれらの混合物、
　　（ii）少なくとも一種のアルカリ土類金属源、
　　（iii）ａ）少なくとも一種の炭化水素溶媒とｂ）少なくとも一種の低分子量のアル
コールとからなる混合物中に存在する少なくとも一種のホウ素源、
　　および
　　（iv）一種以上の過塩基化酸、ただし、それらのうちの少なくとも一種はホウ酸であ
る、を反応させる工程、
　（ｂ）工程（ａ）の反応生成物を、炭化水素溶媒、低分子量のアルコールおよび工程（
ａ）で生成した水のいずれの蒸留温度よりも高い温度に加熱することにより、工程（ａ）
の生成物から炭化水素溶媒、低分子量のアルコールおよび生成水を蒸留により除く工程、
　ただし、上記方法において反応混合物への外部からの水の添加は行なわない。
【００４３】
　上記の方法により製造されたホウ酸化アルカリ土類金属トルエンスルホネート塩は、一
般に沈降速度が遅い。例えば沈降容量は、得られた塩の全容量に基づき約０．１５容量％
未満、又は約０．１２容量％未満、又は約０．１０容量％未満、又は約０．０５容量％未
満であり、例えば約０．０３容量％未満である。沈降速度は、当該分野でよく知られた一
定の標準法、例えばＡＳＴＭ Ｄ２２７３により測定することができる。
【００４４】
　公知の多数の炭化水素溶媒を上記方法に使用することができる。例えば好適な炭化水素
溶媒は、ｎ－ペンタン、ｎ－ヘキサン、シクロヘキサン、ｎ－ヘプタン、ｎ－オクタン、
イソオクタン、ｎ－デカン、またはそれらの混合物であってよい。また、好適な炭化水素
溶媒は芳香族溶媒であってもよく、例えば次の中から選ばれたものである：キシレン、ベ
ンゼン、トルエン、およびそれらの混合物。
【００４５】
　上記方法に適したアルコールは一般には、分子量が比較的低く、例えば炭素原子数が約
１～約１３および／または分子量が約２００以下のものである。そのような分子量のアル
コールは、反応が終了したのち反応混合物から蒸留して除くことできるほど充分に低い沸
点を有する傾向にある。例えば好適なアルコールは、各々炭素原子約１～約１３個を含む
種々の低分子量の一価アルコールから選ばれたものであってよい。より具体的には、その
ようなアルコールとしては例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イソオクタ
ノール、シクロヘキサノール、シクロペンタノール、イソブチルアルコール、ベンジルア
ルコール、ベータ－フェニル－エチルアルコール、２－エチルヘキサノール、ドデカノー
ル、トリデカノール、２－メチルシクロヘキサノール、ｓｅｃ－ペンチルアルコール、お
よびｔｅｒｔ－ブチルアルコールがある。本発明の典型的なホウ酸化アルカリ土類金属ア
ルキルトルエンスルホネート塩は、メタノールの存在下で製造される。
【００４６】
　また、好適な低分子量のアルコールは多価アルコールであってもよい。例えばそのよう
なアルコールとしては、エチレングリコールなどの二価アルコールがある。
【００４７】
　さらに、幾種かの好適な低分子量の一価又は多価アルコールの誘導体も使用することが
できる。これら誘導体の例としては、エチレングリコールのモノメチルエーテル、および
エチレングリコールのモノブチルエーテルなど、グリコールモノエーテル及びモノエステ
ル類を挙げることができる。
【００４８】
　本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩に変換するのでき
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るアルキルトルエンスルホン酸は、当該分野で知られた方法により製造することができる
。例えば、アルキルトルエン前駆体を、公知のスルホン化剤、例えば硫酸、三酸化硫黄、
クロロスルホン酸またはスルファミド酸を使用してスルホン化することにより、アルキル
トルエンスルホン酸を製造することができる。その他の従来法、例えば、アルキルトルエ
ン前駆体を、ケミソン（CHEMITHON、商標）又はバレストラ（BALLESTRA、商標）製のＳＯ

3／空気流下膜に混合する、ＳＯ3／空気薄膜スルホン化法も適用することができる。
【００４９】
　そして、アルキルトルエン前駆体は始めに、トルエンをオレフィンでアルキル化する従
来のフリーデル・クラフツ反応から誘導することができる。好適なアルキルトルエン前駆
体は、炭素原子約１０～約４０個、又は炭素原子約１４～約３０個、又は炭素原子約１８
～約２６個の長さのアルキル鎖を含むことができる。トルエン環は、アルキル鎖の１位以
外の任意のアルキル鎖位置に結合することができる。当該分野の熟練者であれば分かるよ
うに、アルキル鎖の「１位」とは、鎖の末端の炭素位置を意味する。一方、アルキル鎖は
、トルエンのメチル基が結合している位置以外の任意の炭素位置でトルエン環に結合する
ことができる。
【００５０】
　トルエンをアルキル化するのに使用するオレフィンは、単一オレフィンであっても種々
のオレフィン類の混合物であってもよいが、通常は後者が一般に好ましいアルキル化剤で
ある。ただし、トルエンをアルキル化するのに単一オレフィンを使用しようと混合物を使
用しようとそれに関係なく、しばしばオレフィンを異性化する。異性化はアルキル化工程
の前でも、その工程の間でも、後でも行うことができるが、好ましくはアルキル化工程の
前に異性化する。
【００５１】
　オレフィンの異性化法も知られている。当該分野の熟練者は一般に、この目的で少なく
とも二種類の酸性触媒のうちの一つを使用している。つまり、酸性触媒は固体であっても
液体であってもよい。公知の多数の固体酸性触媒が適しているが、少なくとも一種類の金
属酸化物を含む固体触媒が好ましい。金属酸化物は次の中から選ばれたものであってよい
：天然ゼオライト、合成ゼオライト、合成分子ふるい、および粘土。例えば固体酸性触媒
は、酸性粘土の酸性形、または酸性分子ふるい、または平均孔径が少なくとも６．０オン
グストロームのゼオライトからなる。使用できる酸性粘土は、例えばモンモリロナイト、
ラポナイトおよびサポナイトが挙げられるが、自然発生物質からでも合成物質からでも誘
導することができる。柱状粘土もアルキル化触媒として働くことができる。一次元の孔組
織を持ち、平均孔径が５．５オングストローム未満の別の分子ふるいも、酸性触媒として
働くことができる。例としては、ＳＭ－３、ＭＡＰＯ－１１、ＳＡＰＯ－１１、ＳＳＺ－
３２、ＺＳＭ－２３、ＭＡＰＯ－３９、ＳＡＰＯ－３９、ＺＳＭ－２２、ＳＳＺ－２０、
ＺＳＭ－３５、ＳＵＺ－４、ＮＵ－２３、ＮＵ－８６、および天然又は合成フェリエライ
トを挙げることができる。これらの触媒については、例えばロザマリー・ゾスタク(Rosam
arie Szostak)著、「分子ふるい辞典(HANDBOOK OF MOLECULAR SIEVES)」（ニューヨーク
、バン・ノースランド・ラインホールド(Van Norsrand Reinhold)、１９９２年）、およ
び米国特許第５２８２８５８号明細書に記載されていて、それらも参照内容として本明細
書の記載とする。
【００５２】
　異性化法は、例えば約５０℃乃至約２８０℃の範囲の温度で実施することができる。オ
レフィンは沸点が高い傾向にあるので、該方法はバッチ式でも連続式でも液相で実施する
ことが適している。バッチ式では、撹拌しながら所望の反応温度に加熱できるオートクレ
ーブ又はガラスフラスコを一般に使用する。一方、連続法は固定床法で最も効率良く実施
できる。固定床法で空間速度は、反応体と触媒床間の接触の速度を測るものであるが、約
０．１ＷＨＳＶ乃至約１０ＷＨＳＶ又はそれ以上（すなわち、毎時触媒の質量当りの反応
体供給物の質量）の範囲にあってよい。触媒を反応器に充填し、反応器を所望の反応温度
まで加熱することができる。オレフィンも触媒床に接触する前に加熱することができる。
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【００５３】
　当該分野の熟練者であれば、特定の異性化レベルを達成できる異性化条件を選ぶことが
可能である。つまり、異性化レベルは一般に、特定のオレフィン試料又は混合物中のアル
ファオレフィンの量と分枝のレベルにより特徴づけられる。アルファオレフィン量と分枝
レベルは順次、例えば試料の９１０ｃｍ-1の吸光度を追跡することによるフーリエ変換赤
外分光法（ＦＴＩＲ）を含む、各種の従来法を使用して決定することができる。分枝の比
率も、ＦＴＩＲ分光法により試料の１３７８ｃｍ-1の吸光度を追跡することで測定するこ
とができる。
【００５４】
　アルキル化混合物のオレフィンは分枝していても線状であってもよいが、本発明の典型
的な方法では、主として線状のアルファオレフィンの混合物から誘導したアルキルトルエ
ンを含む。
【００５５】
　本発明のアルキル化工程は、異性化工程の前でも、同時でも、あるいは後でも行うこと
ができる。だが、アルキル化工程の前に異性化工程を行うことが好ましく、それによりト
ルエンをアルキル化するのに用いるオレフィンは異性化オレフィンを含んでいる。
【００５６】
　アルキルトルエン前駆体を作るのに、公知の各種のアルキル化法を使用することができ
る。例えば、代表的なアルキル化反応はフッ化水素触媒の存在下で起こるが、この目的に
充分に利用できる。ただし、アルキル化を遂行するのに使用する方法に関係なく、殆ど常
に一段反応器を反応を行う好ましい容器として用いる。
【００５７】
　アルキル化法は一般に、約２０℃乃至約２５０℃の範囲の温度で行う。前述した異性化
法と同様にアルキル化法も、これらの温度で液体オレフィンを適切に処理するために液相
で実施することが好ましい。アルキル化法はバッチ式でも連続式でも活性化させることが
でき、前者のバッチ式は加熱及び撹拌したオートクレーブ又はガラスフラスコで実施し、
後者の連続式は固定床法で実施する。何れの方式でも、反応器流出液は一般にアルキルト
ルエンを余分なトルエンが混じった状態で含んでいる。余分なトルエンは、蒸留、減圧下
でのストリッピング蒸発、または当該分野の熟練者に知られた他の手段により取り除くこ
とができる。
【００５８】
　上記の新規方法における別の代替出発物質は、アルカリ土類金属アルキルトルエンスル
ホネート塩であってもよく、これも当該分野の熟練者に知られた方法により製造すること
ができる。つまり、アルキルトルエンスルホン酸をヒドロキシル促進剤の存在下で、好適
なアルカリ土類金属源と反応させることにより得ることができる。従来はこのヒドロキシ
ル促進剤は水であってよいが、水の外部水源の不在下で反応を実施することもできる。そ
の場合には、反応混合物中に存在するかどうか分からないが、唯一の水は反応の副生物で
ある。水の代わりに、２－エチルヘキサノール、メタノールまたはエチレングリコールな
どの好適なアルコールがヒドロキシル促進剤として作用させることができる。
【００５９】
　また、この反応は、得られたスルホネート塩が溶解しうる不活性溶媒中で行う。前述し
たように、その不活性溶媒は次の中から選ぶことができる：ｎ－ペンタン、ｎ－ヘキサン
、シクロヘキサン、ｎ－ヘプタン、ｎ－オクタン、イソオクタン、ｎ－デカン、ベンゼン
、トルエン、キシレン、またはそれらの混合物。
【００６０】
　アルカリ土類金属は、カルシウム、バリウム、マグネシウムまたはストロンチウムであ
ることが適している。例えば、アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネートはカルシ
ウム塩であってよく、そして対応するその塩の反応性塩基は水酸化カルシウム（石灰とし
ても知られている）または酸化カルシウムであってよい。
【００６１】
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　本方法において低分子量アルコールとアルカリ土類金属源との質量比は、一般に約０．
２０：１より大きく、又は約０．３０：１より大きく、又は約０．３５：１よりも大きく
、例えば約０．４０：１より大きい。
【００６２】
　本発明のアルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩を、始めに油溶性のアルキ
ルトルエンスルホン酸出発物質から誘導しようと、あるいはそれ自体が出発物質であろう
と、更にホウ酸化を行なう。すなわち、ホウ素源を反応混合物に導入してこの目的を遂行
する。そのホウ素源は、例えばホウ酸、無水ホウ素、ホウ素エステル、または同様のホウ
素含有物質の形であってよい。本発明の典型的な方法のホウ素源は、オルトホウ酸（ホウ
酸としても知られている）である。外部からの水は反応混合物に添加しないが、それでも
なお水は、好適な低分子量のアルコールの存在下で、アルキルトルエンスルホン酸および
／またはアルカリ土類アルキルトルエンスルホネート塩と共に、アルカリ土類金属反応性
塩基を含む反応の副生物として生成する。水の存在下ではホウ酸の縮合が生じて、例えば
下記式で表されるもののようなホウ酸オリゴマーが生成すると思われる。
【００６３】
【化２】

【００６４】
　これらのオリゴマーは次いで、アルカリ土類金属反応性塩基と反応してホウ酸化塩が生
成し、それにより本発明のアルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネートにホウ素が導
入される。
【００６５】
　本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩は、一般には過塩
基性である。定義によれば過塩基性物質の特徴は、過塩基性と言われるスルホネートにお
ける、金属カチオンの化学量論に従って存在する量よりも過剰の金属含量にある。「塩基
価」又は「ＢＮ」は、試料１グラム中のＫＯＨのミリグラムと等価な塩基の量を意味する
。従って、ＢＮが高いほど、生成物のアルカリ性が強いこと、よって保有するアルカリ度
が大きいことを反映している。試料のＢＮは、例えばＡＳＴＭ Ｄ２８９６試験または他
の同等の方法を含む各種の方法により決定することができる。「全塩基価」又は「ＴＢＮ
」は、機能液１グラム中のＫＯＨのミリグラムと等価な塩基の量を意味する。これらの用
語はしばしば、「塩基価」又は「ＢＮ」それぞれと交替で使用されている。「低過塩基性
」は、ＢＮ又はＴＢＮが約２乃至約６０を意味する。「高過塩基性」は、ＢＮ又はＴＢＮ
が約６０又はそれ以上を意味する。
【００６６】
　本発明のアルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩のＴＢＮは、約１０乃至約
５００、又は約５０乃至約４００、又は約１００乃至約３００でも、例えば約１５０乃至
約２００であってよい。本発明の典型的なホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンス
ルホネート塩は、高過塩基性であってＴＢＮが約１６０である。
【００６７】
　過塩基化の多数の従来法及び反応条件には、二酸化炭素による過塩基化が含まれる。そ
のような方法及び条件の例は、米国特許第３４９６１０５号明細書等に記載されている。
本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネートを各々、一種以上の過
塩基化酸で過塩基化するが、そのうちの少なくとも一種はホウ酸である。従って、ホウ酸
がホウ素源として方法に含まれるなら、それも得られたホウ酸化塩を過塩基化するために
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作用する。
【００６８】
　本発明の典型的なホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩は、例え
ばまず、キシレンなどの炭化水素溶媒を、メタノールなどの低分子量アルコール、および
水酸化カルシウムなどのアルカリ土類金属源と予備混合することにより製造することがで
きる。この予備混合工程は、周囲温度又はその付近、例えば約１５℃乃至約４０℃、又は
約２０℃乃至約３５℃で行うことができる。
【００６９】
　予備混合に続いて、必要により消泡剤および他の処理助剤を任意に反応容器に添加して
もよい。
【００７０】
　次に、アルキルトルエンスルホン酸を撹拌しながら混合物に加える。一般に、反応混合
物の温度の急激な上昇を避けるためにアルキルトルエンスルホン酸を時間をかけて穏やか
に加えて、その混合物の温度を約２０℃乃至約５５℃の範囲に維持する。その後、反応混
合物を約４０℃乃至約５０℃、又は約４１℃乃至約４６℃の温度で、約５分間乃至約２０
分間撹拌し、それによりアルカリ土類金属反応性塩基の充分な中和を確実にする。次に、
浴または他の冷却機構を用いて反応混合物を約２０℃乃至約２５℃、又は約２１℃乃至約
２４℃まで冷却し、そしてこの温度範囲で約１時間乃至約３時間保持する。アルキルトル
エンスルホン酸の代わりに、アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩が出発物
質であるならば、この中和工程を省略してもよい。
【００７１】
　次に、中和した反応混合物の温度を約２０℃乃至約３０℃に維持しながら、ホウ酸など
のホウ素源を、約２０分乃至約４０分かけて穏やかにその混合物に加える。この後に、反
応混合物を約２５℃乃至約５０℃で更に１５分間保持する。再び、この混合物を約２０℃
乃至約２５℃に冷却する。次いで、直ちに又は約３０分以内に冷却機構を反応容器から取
り除く。
【００７２】
　一般的には、それから反応混合物を穏やかに加熱して一つ以上の中間温度に至らせる。
この段階的な加熱方法が最終生成物において沈降速度を下げるのに役立つと思われる。例
えば、反応混合物を約６５℃の第一の中間温度に約２０分乃至約４０分で加熱した後、約
８０℃の第二の中間温度に約９０分乃至約２時間で加熱し、そののち約９０℃乃至約９５
℃の第三の中間温度に約１時間で加熱することからなる方法にて、本発明のホウ酸化アル
カリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩を製造することができる。
【００７３】
　次に、低分子量アルコール、炭化水素溶媒、並びにこれまでに反応過程で発生した水を
、当該分野で知られた分離法により反応混合物から取り除く。例えば、単に反応混合物を
アルコール、溶媒及び水の沸点より高くまで加熱する、よく知られた蒸留法からなる方法
にて、本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩を製造するこ
とができる。その方法では、反応混合物を約１２５℃乃至約１４０℃の温度に約１時間で
加熱する。
【００７４】
　次に、反応混合物の粘度を下げたり、および／または生成物を分散させるために、任意
に不活性液体媒体、例えば希釈油または潤滑油基油を反応混合物に添加してもよい。好適
な希釈油は、当該分野で知られていて、例えば「燃料及び潤滑剤辞典(FUELS AND LUBRICA
NTS HANDBOOK)」（ジョージ Ｅ．トッテン(George E. Totten)編集、２００３年）、ｐ．
１９９には、「鉱物由来、合成化学物質由来または生物由来の・・基液」と定義されてい
る。例えば生成物を押し出すならば、この時点でそのような不活性液体媒体を添加する必
要はないであろう。
【００７５】
　蒸留工程を、一般には約１８０℃乃至約２００℃の温度で約２時間続けた後、反応混合
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物をその温度で約１５分間保持する。次に、遠心分離および／またはろ過など従来公知の
方法を使用して、未反応のアルカリ土類金属反応性塩基、ホウ素源（あるならば、ホウ酸
以外の）およびホウ酸を除去する。例えば、プレコート加圧フィルタで一定のろ過助剤を
存在させて反応生成物のろ過を行った後、得られたペレットをプレコート油で洗ってその
ペレットを貯蔵することからなる方法にて、本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキル
トルエンスルホネート塩を製造することができる。
【００７６】
　得られた本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩は、ホウ
素を約２乃至約６質量％、又は約３乃至約５質量％、又は約３．２乃至約４．５質量％、
例えば約３．５乃至約４．３質量％含有している。塩のホウ素のレベルは、当該分野でよ
く知られた一定の標準法、例えばＡＳＴＭ Ｄ４９５１又はＡＳＴＭ Ｄ５１８５により測
定することができる。また、得られた本発明のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエ
ンスルホネートは一般に、ホウ素とアルカリ土類金属イオンとの比が約１：０．２乃至約
１：０．７、又は約１：０．３乃至約１：０．６、又は約１：０．５乃至約１：０．５８
、例えば約１：０．５１乃至約１：０．５６の範囲にある。
【００７７】
　さらに、本発明の製造されたホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート
塩は、ＡＳＴＭ Ｄ４４５に従って測定したときに、１００℃での粘度が約１５０ｃＳｔ
乃至約２８０ｃＳｔ、又は約１７０ｃＳｔ乃至約２５０ｃＳｔ、例えば約２００ｃＳｔで
ある。また、その塩の引火点はＡＳＴＭ Ｄ９３に従って測定したときに、約１７０℃よ
り高く、又は約１８０℃以上であり、例えば約１９０℃である。
【００７８】
　本発明の潤滑油組成物は、上に例示した方法など種々の好適な方法に従って製造された
一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエンスルホネート塩を含有している。
一般に本発明の潤滑油組成物は、一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトルエン
スルホネート塩を、潤滑油組成物の全質量に基づき約５乃至約６０ｍＭ、又は約１０乃至
約５０ｍＭ、又は約１５乃至約４０ｍＭ含有することができる。本発明の典型的な潤滑油
組成物は、ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネート塩を、潤滑油組成物の全質
量に基づき約１６ｍＭ含有している。
【００７９】
［その他の添加剤］
（金属含有清浄剤）
　本発明の潤滑油組成物は、上述した一種以上のホウ酸化アルカリ土類金属アルキルトル
エンスルホネート塩に加えて、他の一種以上の金属を含むがホウ酸化してない清浄剤を含
有していてもよい。金属含有又は灰分生成性清浄剤は、堆積物を低減又は除去する清浄剤
としても、また酸中和剤またはさび止め添加剤としても機能し、それにより摩耗および腐
食を低減してエンジン寿命を延ばすものである。清浄剤は一般に長い疎水性尾を持つ極性
頭部からなり、極性頭部は酸性有機化合物の金属塩からなる。本発明の組成物は一種以上
の非ホウ酸化清浄剤を含有していてもよく、該清浄剤は通常は塩、特には過塩基性塩であ
る。過塩基性塩又は過塩基性物質は、金属および金属と反応する特定の酸性有機化合物の
化学量論に従って存在する量よりも過剰の金属含量に特徴がある、単相で均質のニュート
ン系である。酸性物質（一般には、無機酸または二酸化炭素などの低級カルボン酸）を、
少なくとも一種の不活性有機溶媒（例えば、鉱油、ナフサ、トルエンまたはキシレン）を
含む反応媒体中で、化学量論量より過剰の金属塩基と促進剤の存在下で、酸性有機化合物
を含む混合物と反応させることにより過塩基性物質が製造される。
【００８０】
　本発明の過塩基性組成物を製造するのに使用できる酸性有機化合物としては、カルボン
酸、スルホン酸、リン含有酸、フェノールまたはそれらの混合物が挙げられる。しばしば
酸性有機化合物は、スルホン酸又はチオスルホン酸基を持つカルボン酸またはスルホン酸
（例えば、炭化水素置換ベンゼンスルホン酸）、および炭化水素置換サリチル酸である。
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【００８１】
　カルボキシレート清浄剤、例えばサリチレートは、芳香族カルボン酸を酸化物または水
酸化物など適当な金属化合物と反応させることにより製造することができる。中性又は過
塩基性生成物は、そののち当該分野でよく知られた方法により得ることができる。芳香族
カルボン酸の芳香族部は、窒素や酸素などのヘテロ原子を含むことができるが、好ましく
は芳香族部は炭素原子のみを含む。芳香族部は、ベンゼン部のように炭素原子６個又はそ
れ以上を含むことが適している。芳香族カルボン酸は、縮合もしくはアルキレン橋で連結
した、１個以上のベンゼン環のような１個以上の芳香族部を含んでいてもよい。芳香族カ
ルボン酸の例としては、サリチル酸およびそれらの硫化誘導体、例えば炭化水素置換サリ
チル酸およびその誘導体が挙げられる。例えば炭化水素置換サリチル酸を硫化する方法は
当該分野の熟練者には知られている。サリチル酸は一般に、フェノキシドを例えばコルベ
・シュミット法でカルボキシ化することにより製造される。その場合に、一般に希釈剤中
に非カルボキシ化フェノールとの混合でサリチル酸が得られる。
【００８２】
　スルホネートは、石油の精留から得られたものまたは芳香族炭化水素のアルキル化によ
り得られたものなどのアルキル置換芳香族炭化水素を、スルホン酸を用いてスルホン化す
ることにより製造することができる。アルカリールスルホネートは通常、アルキル置換芳
香族部当り炭素原子約９～約８０個又はそれ以上、好ましくは炭素原子約１６～約６０個
を含んでいる。
【００８３】
　フェノールおよび硫化フェノールの金属塩は、酸化物または水酸化物など適当な金属化
合物と反応させることにより製造される。中性又は過塩基性生成物は当該分野でよく知ら
れた方法により得ることができる。例えば硫化フェノールは、フェノールを、硫黄もしく
は硫黄含有化合物、例えば硫化水素、一ハロゲン化硫黄または二ハロゲン化硫黄と反応さ
せることにより製造することができ、二つ以上のフェノールを硫黄含有ブリッジで架橋し
た化合物の混合物である生成物が生成する。
【００８４】
　過塩基性塩を製造するのに使用できる金属化合物は一般に、元素の周期表の任意の１族
又は２族金属化合物である。金属化合物の１族金属としては、１族アルカリ金属（例えば
、ナトリウム、カリウム、リチウム）、並びに１ｂ族金属、例えば銅が挙げられる。１族
金属は、ナトリウム、カリウム、リチウムおよび銅であることが好ましく、より好ましく
はナトリウムまたはカリウムであり、特にはナトリウムである。金属塩基の２族金属とし
ては、２ａ族アルカリ土類金属（例えば、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、
バリウム）、並びに２ｂ族金属、例えば亜鉛またはカドミウムが挙げられる。２族金属は
、マグネシウム、カルシウム、バリウムまたは亜鉛であることが好ましく、より好ましく
はマグネシウムまたはカルシウムであり、特にはカルシウムである。
【００８５】
　過塩基性清浄剤の例としては、これらに限定されるものではないが、カルシウムスルホ
ネート、カルシウムフェネート、カルシウムサリチレート、カルシウムサリザレート、お
よびそれらの混合物が挙げられる。本発明の潤滑油と共に使用するのに適した過塩基性清
浄剤は、低過塩基性であってもよい（すなわち、全塩基価（ＴＢＮ）が１００より低い）
。そのような低過塩基性清浄剤のＴＢＮは、約５乃至約５０、又は約１０乃至約３０、又
は約１５乃至約２０であってよい。本発明の潤滑油と一緒に使用するのに適した過塩基性
清浄剤は、あるいは高過塩基性であってもよい（すなわち、ＴＢＮが約１００より高い）
。そのような高過塩基性清浄剤のＴＢＮは、約１５０乃至約４５０、又は約２００乃至約
３５０、又は約２５０乃至約２８０であってよい。ＴＢＮが約１６の低過塩基性カルシウ
ムスルホネート清浄剤と、ＴＢＮが約２６０の高過塩基性カルシウム硫化フェネートは、
本発明の潤滑油組成物における二種の典型的な過塩基性清浄剤である。本発明の潤滑油組
成物は過塩基性清浄剤を一種より多く含んでいてもよく、全て低ＴＢＮ清浄剤であっても
、全て高ＴＢＮ清浄剤であっても、あるいはそれら二種の混合物であってもよい。
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【００８６】
　また、本発明の潤滑油組成物に適した清浄剤としては、「混成」清浄剤、例えばフェネ
ート／サリチレート、スルホネート／フェネート、スルホネート／サリチレート、および
スルホネート／フェネート／サリチレート等も挙げることができる。混成清浄剤について
は、例えば米国特許第６１５３５６５号、第６２８１１７９号、第６４２９１７８号及び
第６４２９１７９号の各明細書に記載されている。これら特許出願及び特許文献の開示内
容も、混成清浄剤に関する限り、かつ本明細書の開示内容と矛盾しない限り、全て参照内
容として本明細書の記載とする。
【００８７】
　本発明の潤滑油組成物において、非ホウ酸化過塩基性清浄剤（群）が存在するとすれば
、その量は約０．５乃至約５０ｍＭ、又は約１乃至約４０ｍＭ、又は約２乃至約３８ｍＭ
であってよい。本発明の典型的な態様では、約４ｍＭの低ＴＢＮスルホネート清浄剤と、
約３２ｍＭの高ＴＢＮ硫化フェネート清浄剤が潤滑油組成物に存在している。
【００８８】
（無灰分散剤）
　本発明の潤滑油組成物は一種以上の無灰分散剤も含有していてもよい。分散剤は一般に
、使用中に酸化により生じた不溶性物質をけん濁状態で維持して、それによりスラッジの
凝集や沈殿または金属部分への堆積を防ぐために使用される。窒素含有無灰（無金属）分
散剤は、塩基性であり、よって追加の硫酸灰分を持ち込むことなしに、添加された潤滑油
組成物のＴＢＮに寄与する。無灰分散剤は一般に、分散対象の粒子と会合できる官能基を
持つ油溶性の高分子炭化水素骨格からなる。多種類の無灰分散剤が当該分野では知られて
いる。
【００８９】
　代表的な分散剤としては、これらに限定されるものではないが、アミン類、アルコール
類、アミド類、または重合体骨格に架橋基で結合してなるエステル極性部が挙げられる。
本発明の無灰分散剤は例えば、長鎖炭化水素置換モノ及びジカルボン酸又はそれらの無水
物の油溶性塩、エステル、アミノエステル、アミド、イミドおよびオキサゾリン、長鎖炭
化水素のチオカルボキシレート誘導体、ポリアミンが直接結合した長鎖脂肪族炭化水素、
および長鎖置換フェノールをホルムアルデヒドとポリアルキレンポリアミンで縮合するこ
とにより生成したマンニッヒ縮合物から選ぶことができる。
【００９０】
　「カルボン酸分散剤」は、炭素原子を少なくとも３４個、好ましくは少なくとも５４個
含むカルボン酸アシル化剤（酸、無水物、エステル等）と、窒素含有化合物（例えば、ア
ミン）、有機ヒドロキシ化合物（例えば、一価及び多価アルコールを含む脂肪族化合物、
またはフェノールおよびナフトールを含む芳香族化合物）、および／または塩基性無機物
質との反応生成物である。
【００９１】
　コハク酸イミド分散剤は、カルボン酸分散剤の一種である。それらは、炭化水素置換コ
ハク酸アシル化剤を、有機ヒドロキシ化合物と、または少なくとも１個の水素原子が窒素
原子に結合してなるアミンと、またはヒドロキシ化合物とアミンの混合物と反応させるこ
とにより生成する。「コハク酸アシル化剤」は、炭化水素置換コハク酸またはコハク酸生
成化合物を意味し、後者には酸自体も含まれる。そのような物質としては一般に、炭化水
素置換コハク酸、無水物、エステル（半エステルも含む）およびハロゲン化物が挙げられ
る。
【００９２】
　コハク酸系分散剤は様々な化学構造を有するが、下記式で表すことができる。
【００９３】
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【化３】

【００９４】
　式中、各Ｒ1は独立に、炭化水素基、例えばポリオレフィン誘導基である。一般に炭化
水素基は、ポリイソブチル基などのアルキル基である。選択的に表せば、Ｒ1基は炭素原
子約４０～５００個を含むことができ、これらの原子は脂肪族の形で存在できる。Ｒ2は
、アルキレン基、普通はエチレン（Ｃ2Ｈ4）基である。コハク酸イミド分散剤については
、例えば米国特許第４２３４４３５号、第３１７２８９２号及び第６１６５２３５号の各
明細書にもっと詳しく記載されている。これら特許文献の開示内容も、コハク酸イミド分
散剤に関する限りかつ本明細書の開示内容と矛盾しない限り、全て参照内容として本明細
書の記載とする。
【００９５】
　置換基が誘導されるポリアルケンは一般に、炭素原子数２～１６、通常は炭素原子数２
～６の重合可能なオレフィン単量体の単独重合体又は共重合体である。コハク酸アシル化
剤と反応してカルボン酸分散剤組成物を生成させるアミンは、モノアミンであってもポリ
アミンであってもよい。
【００９６】
　アミド官能基はアミン塩、アミド、イミダゾリン並びにそれらの混合物の形をとりうる
が、コハク酸イミド分散剤は、通常イミド官能基の形で窒素を沢山含んでいるので、その
ように呼ばれる。コハク酸イミド分散剤を製造するには、一種以上のコハク酸生成化合物
と一種以上のアミンを、任意に通常は液体で実質的に不活性な有機液体溶媒／希釈剤の存
在下で、加熱し、そして一般的には水を取り除く。反応温度は、一般には約８０℃から混
合物又は生成物の分解温度までの範囲にあり、通常は１００℃から３００℃の間にある。
本発明のコハク酸イミド分散剤の製造方法の更なる詳細および例については、例えば米国
特許第３１７２８９２号、第３２１９６６６号、第３２７２７４６号、第４２３４４３５
号、第６４４０９０５号及び第６１６５２３５号の各明細書に記載されている。これら特
許文献の開示内容も、コハク酸イミド分散剤の製造に関する限りかつ本明細書の開示内容
と矛盾しない限り、全て参照内容として本明細書の記載とする。
【００９７】
　また、好適な無灰分散剤としてはアミン分散剤も挙げられ、比較的高分子量の脂肪族ハ
ロゲン化物とアミン、好ましくはポリアルキレンポリアミンとの反応生成物である。それ
らの例は、例えば米国特許第３２７５５５４号、第３４３８７５７号、第３４５４５５５
号及び第３５６５８０４号等の各明細書に記載されている。これら特許文献の開示内容も
、アミン分散剤に関する限りかつ本明細書の開示内容と矛盾しない限り、全て参照内容と
して本明細書の記載とする。
【００９８】
　さらに、好適な無灰分散剤としては「マンニッヒ分散剤」も挙げられ、アルキル基が炭
素原子少なくとも３０個を含むアルキルフェノールと、アルデヒド（特には、ホルムアル
デヒド）、およびアミン（特には、ポリアルキレンポリアミン）との反応生成物である。
これらの分散剤については、例えば米国特許第３０３６００３号、第３５８６６２９号、
第３５９１５９８号及び第３９８０５６９号等の各明細書に記載されている。これら特許
文献の開示内容も、マンニッヒ分散剤に関する限りかつ本明細書の開示内容と矛盾しない
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限り、同様に参照内容として本明細書の記載とする。
【００９９】
　好適な無灰分散剤としては後処理分散剤も挙げられ、カルボン酸、アミン又はマンニッ
ヒ分散剤を、ジメルカプトチアゾール、尿素、チオ尿素、二硫化炭素、アルデヒド、ケト
ン、カルボン酸、炭化水素置換コハク酸無水物、ニトリルエポキシドおよびホウ素化合物
等のような試薬と反応させることにより得られる。後処理分散剤は、例えば米国特許第３
３２９６５８号、第３４４９２５０号及び第３６６６７３０号等の各明細書に記載されて
いる。これら特許文献の開示内容も、後処理分散剤に関する限りかつ本明細書の開示内容
と矛盾しない限り、更に参照内容として本明細書の記載とする。
【０１００】
　好適な無灰分散剤は高分子であってもよく、デシルメタクリレート、ビニルデシルエー
テルおよび高分子量オレフィンなどの油可溶性単量体と、極性置換基を含む単量体との共
重合体である。高分子分散剤については、例えば米国特許第３３２９６５８号、第３４４
９２５０号及び第３６６６７３０号等の各明細書に記載されている。これら特許文献の開
示内容も同様に参照内容として本明細書の記載とする。
【０１０１】
　本発明の典型的な潤滑油組成物では、エチレン・カーボネートで処理したビスコハク酸
イミドが無灰分散剤として使用される。本発明の別の典型的な潤滑油組成物では、重質ポ
リアミンとポリイソブチレンコハク酸無水物から誘導されたホウ酸化ビスコハク酸イミド
が、無灰分散剤として使用される。本発明のまた別の典型的な潤滑油組成物では、両方の
これらビスコハク酸イミドを含む無灰分散剤混合物が使用される。
【０１０２】
　無灰分散剤は、約０．５乃至約１０．０質量％、又は約２．０乃至約８．０質量％、又
は約３．０乃至約７．０質量％でも、例えば約４．０乃至約６．０質量％の量で存在する
ことが適している。本発明の典型的な潤滑油組成物は、エチレン・カーボネート処理ビス
コハク酸イミド分散剤を約２．０質量％の量で含有する。本発明の別の潤滑油組成物は、
ホウ酸化ビスコハク酸イミド分散剤を約４．０質量％の量で、並びにエチレン・カーボネ
ート処理ビスコハク酸イミド分散剤を約２．０質量％の量で含有する。
【０１０３】
（耐摩耗性添加剤）
　本発明の潤滑油組成物は更に、一種以上の耐摩耗性添加剤を含有していてもよい。二炭
化水素ジチオリン酸金属塩が、しばしば耐摩耗性添加剤および酸化防止剤として使用され
ている。金属は、アルカリ又はアルカリ土類金属、もしくはアルミニウム、鉛、スズ、モ
リブデン、マンガン、ニッケルまたは銅であってよい。この特定の種類の耐摩耗性添加剤
の量は、本発明の潤滑油組成物の最大リン分によって制限されうる。従って、これらの亜
鉛塩は潤滑油中に約１２乃至約２４ｍＭ、又は約１４乃至約２２ｍＭ、又は約１６乃至約
２０ｍＭの量で存在することができる。本発明の典型的な潤滑油組成物は、約１９ｍＭの
ジチオリン酸亜鉛を含有する。
【０１０４】
　それらは、公知技術に従って、まず、通常は一種以上のアルコールまたはフェノールを
Ｐ2Ｓ5と反応させて二炭化水素ジチオリン酸（ＤＤＰＡ）を生成させ、次に生成したＤＤ
ＰＡを亜鉛化合物で中和することにより製造することができる。例えばジチオリン酸は、
第一級と第二級アルコールの混合物を反応させることにより製造することができる。ある
いは、複数種のジチオリン酸は、一つのアルコールの炭化水素基の特質が全体的に第二級
であり、その他のアルコールの炭化水素基の特質が全体的に第一級である場合に製造する
ことができる。亜鉛塩を製造するには任意の塩基性又は中性亜鉛化合物を使用することが
可能であるが、酸化物、水酸化物および炭酸塩が最もしばしば用いられている。市販の添
加剤は、中和反応で塩基性亜鉛化合物が過剰に使用されるために、しばしば余分な亜鉛を
含んでいる。
【０１０５】
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　好ましい油溶性のジアルキルジチオリン酸亜鉛は、下記式のジアルキルジチオリン酸か
ら生成させることができる。
【０１０６】
【化４】

【０１０７】
　ジアルキルジチオリン酸が誘導されるヒドロキシルアルキル化合物は一般に、式：ＲＯ
Ｈ又はＲ’ＯＨ（ただし、ＲまたはＲ’はアルキルまたは置換アルキルであり、好ましく
は炭素原子３～３０個を含む分枝又は非分枝アルキルである）で表すことができる。より
好ましくは、ＲまたはＲ’は炭素原子３～８個を含む分枝又は非分枝アルキルである。
【０１０８】
　ヒドロキシルアルキル化合物の混合物も使用することができる。これらヒドロキシルア
ルキル化合物は、モノヒドロキシアルキル化合物である必要はない。従って、ジアルキル
ジチオリン酸は、モノ、ジ、トリ、テトラ及び他のポリヒドロキシアルキル化合物、もし
くは前者の二種以上の混合物から製造することができる。第一級アルキルアルコールのみ
から誘導されたジアルキルジチオリン酸亜鉛は、単一の第一級アルコールから誘導される
ことが好ましい。その単一の第一級アルコールは２－エチルヘキサノールであることが好
ましい。第二級アルキルアルコールのみから誘導されたジアルキルジチオリン酸亜鉛も好
ましい。その第二級アルコールの混合物は、２－ブタノールと４－メチル－２－ペンタノ
ールの混合物であることが好ましい。
【０１０９】
　ジアルキルジチオリン酸の生成工程で使用された五硫化リン反応体は、Ｐ2Ｓ3、Ｐ4Ｓ3

、Ｐ4Ｓ7またはＰ4Ｓ9のうちの何れか一種以上を少量含んでいることがある。組成物それ
自体も少量の遊離硫黄を含んでいることがある。
【０１１０】
（粘度指数調整剤）
　本発明の潤滑油組成物は、任意に一種以上の粘度指数調整剤を含有していてもよい。粘
度調整剤（ＶＭ）又は粘度指数向上剤（ＶＩＩ）として機能する一定の高分子物質を混合
することにより、基材油の粘度指数が増加又は改善される。一般に粘度調整剤として使用
できる高分子物質は、数平均分子量（Ｍｎ）が約５０００乃至２５００００、好ましくは
約１５０００乃至２０００００、より好ましくは約２００００乃至１５００００のもので
ある。これらの粘度調整剤を任意に、例えば無水マレイン酸などのグラフト物質でグラフ
トさせることができ、そしてグラフトした物質を、例えばアミン、アミド、窒素含有複素
環化合物またはアルコールと反応させて、多機能の粘度調整剤（分散型粘度調整剤）を生
成させることができる。
【０１１１】
　本発明の典型的な潤滑油組成物は、無水マレイン酸でグラフトしていても或いはグラフ
トしていなくてもよい、種々のエチレン・プロピレン共重合体を用いている。共重合体は
、潤滑油組成物の約０．２乃至約１０．０質量％、又は約１．０乃至約８．０質量％、例
えば約２．０乃至約６．０質量％の量で用いることができる。
【０１１２】
（摩擦緩和剤）
　幾つかの態様では、本発明の潤滑油組成物は更に、一種以上の摩擦緩和剤を含有してい
てもよい。種々の硫黄含有オルガノモリブデン化合物が、潤滑油組成物で摩擦緩和剤とし
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て機能することが知られているが、同時に酸化防止及び耐摩耗性クレジットも潤滑油組成
物に与える。そのような油溶性のオルガノモリブデン化合物の例としては、ジチオカルバ
メート、ジチオリン酸エステル、ジチオホスフィン酸エステル、キサントゲン酸エステル
、チオキサントゲン酸エステルおよびスルフィド等、およびそれらの混合物を挙げること
ができる。
【０１１３】
　油溶性又は分散性の三核モリブデン化合物は、適当な液体（群）／溶媒（群）中で、（
ＮＨ4）2Ｍｏ3Ｓ13・ｎ（Ｈ2Ｏ）（ただし、ｎは０から２の間で変動し、非化学量論値も
含む）などのモリブデン源を、テトラアルキルチウラムジスルフィドなどの好適な配位子
源と反応させることにより製造することができる。別の油溶性又は分散性三核モリブデン
化合物は、適当な溶媒（群）中で、（ＮＨ4）2Ｍｏ3Ｓ13・ｎ（Ｈ2Ｏ）などのモリブデン
源と、テトラアルキルチウラムジスルフィド、ジアルキルジチオカルバメートまたはジア
ルキルジチオリン酸エステルなどの配位子源と、シアニドイオン、スルフィットイオンま
たは置換ホスフィンなどの硫黄引抜き剤との反応過程で生成させることができる。あるい
は、［Ｍ’］2［Ｍｏ3Ｓ7Ａ6］（ただし、Ｍ’は対イオンであり、そしてＡはＣｌ、Ｂｒ
またはＩなどのハロゲンである）などの三核モリブデン・ハロゲン化硫黄塩を、適当な液
体（群）／溶媒（群）中で、ジアルキルジチオカルバメートまたはジアルキルジチオリン
酸エステルなどの配位子源と反応させて、油溶性又は分散性三核モリブデン化合物を生成
させることもできる。適当な液体／溶媒は、例えば水性であっても有機物であってもよい
。
【０１１４】
　ここで用いた「油溶性」又は「分散性」とは、必ずしも化合物又は添加剤が油にあらゆ
る比率で可溶性、溶解性、混和性である、あるいはけん濁できることを示すものではない
。だが、これらの用語は、例えば油が用いられる環境でそれらの意図した効果を及ぼせる
ほど充分な程度には、油に可溶性または安定して分散できることを意味する。また、所望
により、他の添加剤の追加混合によっても高レベルの特定の添加剤の混合が可能になりう
る。
【０１１５】
　本発明の典型的な潤滑油組成物は、摩擦緩和剤としてモリブデンコハク酸イミド錯体を
用いている。潤滑油組成物のうちモリブデン錯体は、約０．１乃至０．８質量％、又は約
０．１５乃至約０．５質量％、又は約０．２０乃至約０．４０質量％を成すことができる
。本発明の典型的な潤滑油組成物は、硫化モリブデンコハク酸イミド錯体を、潤滑油組成
物の全質量に基づき約０．２０質量％の量で含有している。
【０１１６】
（酸化防止剤）
　本発明の潤滑油組成物は任意に、更に一種以上の酸化防止剤を含有していてもよい。酸
化防止剤又は抗酸化剤は、鉱油がサービス中に劣化する傾向を低減するものである。その
ような酸化防止剤としては、ヒンダードフェノール、好ましくはＣ5－Ｃ12アルキル側鎖
を持つアルキルフェノールチオエステルのアルカリ土類金属塩、カルシウムノニルフェノ
ールスルフィド、油溶性フェネート及び硫化フェネート、リン硫化又は硫化炭化水素又は
エステル、リンエステル、金属チオカルバメート、例えば米国特許第４８６７８９０号明
細書に記載されている油溶性銅化合物を挙げることができる。
【０１１７】
　少なくとも２個の芳香族基が直接窒素に結合した芳香族アミン類も、酸化防止性のため
にしばしば使用される別の部類の化合物を構成する。少なくとも２個の芳香族基が直接１
個のアミン窒素に結合した代表的な油溶性芳香族アミンは、炭素原子６～１６個を含んで
いる。アミンは芳香族基を２個より多く含んでいてもよい。芳香環はしばしば、例えばア
ルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アシルアミ
ノ基、ヒドロキシ基およびニトロ基から選ばれた一個以上の置換基で置換されている。
【０１１８】
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　本発明に従う潤滑油組成物は、一種以上の酸化防止剤を約０．０５乃至５．０質量％、
又は約０．１０乃至約３．０質量％、例えば約０．５０乃至約２．０質量％含有すること
ができる。本発明の典型的な潤滑油組成物は、ジ－Ｃ8－ジフェニルアミンである酸化防
止剤を約０．５質量％含んでいる。本発明の別の典型的な潤滑油組成物は、ヒンダードフ
ェノールプロピオン酸エステル酸化防止剤を約１．０質量％、並びにジ－Ｃ8－ジフェニ
ルアミンを約０．５質量％を含んでいる。
【０１１９】
（他の添加剤）
　ディーゼルエンジン油に関連した特定の性能要求条件を満たすために、他の添加剤を本
発明の潤滑油組成物に混合してもよい。そのような他の添加剤の例としては例えば、さび
止め添加剤、消泡剤およびシール固定剤が挙げられる。
【０１２０】
　さび止め添加剤又は腐食防止剤は、非イオン性ポリオキシエチレン界面活性剤であって
もよい。非イオン性ポリオキシエチレン界面活性剤としては、これらに限定されるもので
はないが、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレン高級アルコールエ
ーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェ
ニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオ
レイルエーテル、ポリオキシエチレンソルビトールモノステアレート、ポリオキシエチレ
ンソルビトールモノオレエート、およびポリエチレングリコールモノオレエートを挙げる
ことができる。さび止め添加剤又は腐食防止剤は、他の化合物であってもよく、例えばス
テアリン酸および他の脂肪酸、ジカルボン酸、金属石鹸、脂肪酸アミン塩、重質スルホン
酸の金属塩、多価アルコールの部分カルボン酸エステル、およびリン酸エステルを挙げる
ことができる。
【０１２１】
　消泡剤としては一般に、アルキルメタクリレート重合体、およびジメチルシリコン重合
体が挙げられる。本発明の典型的な組成物は、シリコン系消泡剤を組成物の全質量に基づ
き約１０ｐｐｍ乃至約５０ｐｐｍ、又は約２０ｐｐｍ乃至約４０ｐｐｍの範囲で、例えば
約３０ｐｐｍの量で含んでいる。
【０１２２】
　シール固定剤は、シール膨潤剤またはシール安定剤とも呼ばれる。それらは、適正なエ
ラストマー封止を確実にして早期のシール破損や漏れを防ぐために、しばしば潤滑油又は
添加剤組成物に用いられている。シール膨潤剤は、例えばジ－２－エチルヘキシルフタレ
ートなど油溶性の飽和脂肪族又は芳香族炭化水素エステル、トリデシルアルコールなどの
脂肪族アルコールを含む鉱油、ヒドロカルボニル置換フェノールと組み合わせたトリス亜
リン酸エステル、ジ－２－エチルヘキシルセバケートであってもよい。
【０１２３】
　上述した添加剤の一部は多重の効果を与えることができ、よって、例えば単一の添加剤
が分散剤としてもまた酸化防止剤としても働くことができる。これら多機能の添加剤もよ
く知られている。
【０１２４】
　当該分野の熟練者であれば容易に理解できるように、ある種の添加剤の量は、「質量％
」単位よりもむしろ「ｍＭ」単位で記載する方が適している。添加剤の量は、「ｍＭ」単
位で記載するとき、そのような添加剤を含む添加剤濃縮物１キログラム中のカルシウムイ
オンの量に関して計算している。
【０１２５】
　潤滑油組成物が上述した添加剤のうちの一種以上を含んでいるとき、各添加剤は一般に
、添加剤がその所望の機能を与えることができる量で基油にブレンドされている。添加剤
を含む一種以上の添加剤濃縮物（濃縮物は時には添加剤パッケージとも呼ばれる）を製造
することが必須ではないものの望ましく、それにより幾種類かの添加剤を同時に油に添加
して潤滑油組成物を作ることができる。最終組成物は、濃縮物を５乃至３０質量％、好ま
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しくは５乃至２５質量％、通常は１０乃至２０質量％用いることができ、残りは潤滑粘度
の油である。本発明の典型的な最終潤滑油組成物は濃縮物を約１２．８質量％用いていて
、残りは好適な潤滑粘度の油である。成分は、任意の順序でブレンドすることもできるし
、また成分の組合せとしてブレンドすることもできる。
【０１２６】
　本発明について以下の実施例を参照することにより更に理解できるが、実施例は本発明
の範囲を限定するものとみなされるべきではない。
【実施例】
【０１２７】
　本発明を限定することなく本発明を説明するために、以下の実施例を提示する。本発明
を特定の態様に関して記載しているが、本出願は、添付した特許請求の範囲の真意および
範囲から逸脱することなく当該分野の熟練者により成されうるような、種々の変更や置換
を包含することを意図するものである。
【０１２８】
［実施例１］　過塩基性ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネート塩の製造
　５リットルガラス容器内で、メタノール約２２８グラム、キシレン約１８００グラム、
および水和石灰（水酸化カルシウム）約１９２．５グラムを混合して、均質又はほぼ均質
した。反応混合物の温度を約２０℃乃至約３０℃の範囲に維持しながら、分子量が約４７
１のアルキルトルエンスルホン酸約５７２グラムを容器に加えた。この添加は約１５分で
終えた。次に、反応混合物の温度を約３０℃乃至約３５℃の範囲に維持しながら、ホウ酸
粉末約２９１．９グラムを容器に加えた。そののち、反応混合物をこの温度で約１５分間
保った。次いで、反応混合物を含む容器を、次の三段階で加熱した：（１）約３５℃から
約６５℃まで、（２）約６５℃から約９３℃まで、および（３）約９３℃から約１２８℃
まで。Ｉ種鉱油約３５８グラムを容器に加え、そして混合物を撹拌した。次に、混合物全
体を１００００Ｇで遠心分離に掛け、そして固体沈降物を取り除いた。こののち、液相を
約４０ミリバールの減圧下で約１８５℃まで加熱し、それによりキシレン溶媒を蒸留した
。
【０１２９】
　第二のバッチでは、予備混合物に添加するメタノールの量を約２４０グラムに増やした
こと以外は、一連の工程および全物質を同量で使用してこの方法を繰り返した。得られた
塩を分析した結果を下記の第１表に記載する。
【０１３０】
　　第１表：ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネート塩の分析
    ────────────────────────────────
　　　　　　　　　　性状　　　　　　　　　　バッチ１　　　バッチ２
    ────────────────────────────────
　　　カルシウム（質量％）　　　　　　　  　７．６６　　　７．９０
　　　硫黄（質量％）　　　　　　　　　　  　２．８１　　　２．８０
　　　ホウ素（質量％）　　　　　　　　　  　４．０９　　　４．０８
　　　塩基価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）　　　　　  　１６８　　　　１７４
　　　密閉カップ式ＰＭＣＣ引火点（℃）　　　２０２　　　　１９６
    ────────────────────────────────
【０１３１】
［実施例２］　過塩基性ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネートの大規模製造
　タービン混合機と熱油ジャケットと冷却コイルを備えた１９００リットルステンレス鋼
反応器を、反応容器として使用した。混合キシレン約７９８キログラムを容器に充填した
。次いで、反応器をキシレンの引火点より低い約２０℃に冷却した。窒素パージ工程を用
いて、反応器内の酸素の量を約３ｐｐｍまで減らした。次に、水酸化カルシウム粉末約１
２６キログラムをスクリューコンベヤにより反応器に加えた。反応器の内容物をブレンド
及び混合しながら、アルキルトルエンスルホン酸約３５１キログラムを約４８分かけて反
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応器に加えたが、その間に反応混合物の温度は約４３℃まで上がった。反応器を約２０℃
に冷却し、そしてホウ酸約１９５キログラムをスクリューコンベヤにより約１０分かけて
加えた。次に、メタノール約１１３キログラムを約１５分かけて反応器に加えたが、その
間に反応混合物の温度は約３６℃まで上がった。反応器の内容物をその温度で更に約１５
分間ブレンド及び混合した。次に、反応器を大気圧にて次の四段階で加熱して、メタノー
ルおよび反応過程で発生した水を取り除いた：（１）約６０分かけて約３４℃から約６９
℃まで、（２）約１００分かけて約６９℃から約７８℃まで、（３）約６０分かけて約７
８℃から約９３℃まで、および（４）約６０分かけて約９３℃から約１２７℃まで。
　次に、１００ニュートラル油約１６３キログラムを反応器に加えた。そして、キシレン
を蒸留するために、約１１５分かけて反応器を約１７１℃に加熱し、反応器内の圧力を約
５０ｍｍＨｇに下げた。次に、反応器内の圧力を大気圧に戻した。そののち、１００ニュ
ートラル油約２３キログラムを反応器に加えた。けいそう土助剤入り加圧フィルタを用い
てろ過して沈降物を除いたところ、沈降物は概算で約１．２容量％であった。得られたホ
ウ酸化トルエンスルホネート塩を分析した。下記の第２表にその性状を記載する。
【０１３２】
　　　　　　　　　第２表：過塩基性ホウ酸化カルシウム
　　　　　　　アルキルトルエンスルホネートの大規模製造
          ──────────────────────────
　　　　　　　　　　　性状　　　　　　　　　　　大規模バッチ
          ──────────────────────────
　　　　　　カルシウム（質量％）　　　　　　  　　７．６５
　　　　　　硫黄（質量％）　　　　　　　　　  　　２．７８
　　　　　　ホウ素（質量％）　　　　　　　　  　　４．０３
　　　　　　塩基価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）　　　　  　　１６７
　　　　　　１００℃動粘度（ｃＳｔ）　　　　　　　１１２
          ──────────────────────────
【０１３３】
［実施例３］　摩耗防護の評価
　油Ａおよび比較のための油Ａを製造し、そして改良四球摩耗試験にて摩耗防護の試験を
行った。具体的には、一般的な四球試験機を使用した。試験に先立って、ステンレス鋼球
を１６０℃の試験油中で、気泡器として単純なガラス管を用いて１５リットル／時の空気
流を導入して、２日間「予備老化（劣化）」させた。試験機をおよそ毎分１８００回転の
単一速度で運転した。モータと荷重アームとモータ及び荷重アーム間に取り付けられた力
変換器とからなる自動荷重装置を用いて、球に荷重を掛けた。力変換器は、各試験段階で
要求される荷重量に応じて荷重を測って調整するコンピュータにも連結していた。荷重ア
ームの先端には変位検出器が取り付けられていて、変位検出器は、毎分１回検出器と荷重
アーム間の距離を測ってその結果を記録し、摩耗の程度を継続的に読み出した。装置は更
にトルク検出器を含んでいて、トルク検出器は、下部静止球と相対した回転球の摩擦を測
って毎分読取りを記録した。温度検出器も球保持器に取り付けられていて油の温度を維持
した。
【０１３４】
　下記の第３表に、油Ａおよび比較油Ａの成分を記載する、一方下記の第４表には、改良
四球摩耗試験の結果を記載する。油Ａおよび比較油Ａは各々、リン分約０．１２質量％、
硫黄分約０．３４質量％であった。
【０１３５】
　　　　　　　　　第３表：油Ａおよび比較油Ａの成分
─────────────────────────────────────
　　　　　　　 成分　　　　　　　　　　　　   油Ａ　　　    比較油Ａ
─────────────────────────────────────
ホウ酸化カルシウムアルキルトルエン　　  　１６　ｍＭ　　　無
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　スルホネート
ホウ酸化コハク酸イミド　　　　　　　　　　４　　質量％　　４　　質量％
エチレンカーボネート処理　　　　　　　　　２　　質量％　　２　　質量％
　ビスコハク酸イミド
低過塩基性ベンゼンスルホネート　　　　　　４　　ｍＭ　  　４　　ｍＭ
高過塩基性フェネート　　　　　　　　　　　３２　ｍＭ　  　３２　ｍＭ
亜鉛－ＤＴＰ　　　　　　　　　　　　　　　１９　ｍＭ　  　１９　ｍＭ
モリブデン錯体　　　　　　　　　  　　　　０．２質量％　　０．２質量％
ジ－Ｃ8－ジフェニルアミン                 ０．５質量％　　０．５質量％
ヒンダードフェノール系エステル　  　　　　１　　質量％　　１　　質量％
消泡剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０　ｐｐｍ　　３０　ｐｐｍ
流動点降下剤　　　　　　　　　  　　　　　０．２質量％　　０．２質量％
粘度指数向上剤　　　　　　　　　  　　　　３．６質量％　　３．６質量％
ＭＡグラフトＥＰ共重合体　　　　  　　　　６　　質量％　　６　　質量％
処理速度　　　　　　　　　  　　　　　　　１２．８質量％　１２．８質量％
─────────────────────────────────────
【０１３６】
　　　　　　　　　　第４表：改良四球摩耗試験の結果
    ────────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　　　油Ａ　　　　      比較油Ａ
    ────────────────────────────────
　　　計量摩耗指数　　　　　　　　　２５　　　　　　　３４．６
　　　　　　　　　　　　　　 （２回運転の平均）　（３回運転の平均）
    ────────────────────────────────
【０１３７】
　ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネート塩清浄剤を１６ｍＭ含んだ油Ａが、
そのような清浄剤を含まない比較油Ａに比べて、摩耗防護の著しい改善を示したことが認
められる。
【０１３８】
　下記の第５表に記載した成分に従って油Ｂおよび比較油Ｂを製造した。つまり、比較油
Ｂは、ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネート塩よりはむしろホウ酸化カルシ
ウムアルキルベンゼンスルホネートを含んだ。油Ｂおよび比較油Ｂは各々硫黄分約０．３
９質量％、リン分約０．１６質量％であった。
【０１３９】
　これらの油の摩耗防護能力について標準マックＴ－１２試験にて測定した。この試験は
、重負荷ディーゼルエンジンの作動条件をシミュレートして、試験油の存在下で摩耗の測
定ができるものである。具体的には、ＥＧＲと２００２低渦流燃焼系統を備え、４６０ｂ
ｈｐ、１８００ｒｐｍと評定された改良マックＥ７Ｅ－Ｔｅｃｈ４６０エンジンを試験に
使用した。３００時間の操作で、最初の１００時間はススが発生する定格速度及び馬力で
あった。そののち最後の２００時間では、リングおよびライナの摩耗を最大にするために
、最大トルクｒｐｍでエンジンを過度に加速した。下記の第６表に、リングおよびライナ
の摩耗量を報告する。
【０１４０】
　　　　　　　　　第５表：油Ｂおよび比較油Ｂの成分
─────────────────────────────────────
　　　　　　　 成分　　　　　　　　　　　　油Ｂ　　　      比較油Ｂ
─────────────────────────────────────
ホウ酸化カルシウムアルキルトルエン　　１５　　ｍＭ　　　無
　スルホネート
ホウ酸化カルシウムアルキルベンゼン　　無　　　　　　　　１５　　ｍＭ
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　スルホネート
ホウ酸化ビスコハク酸イミド　　　　　　０．８５質量％　　０．８５質量％
エチレンカーボネート処理　　　　　　　６．６０質量％　　６．６０質量％
　ビスコハク酸イミド
モリブデン錯体　　　　　　　　　  　　０．１０質量％　　０．１０質量％
流動点降下剤　　　　　　　　　  　　　０．３０質量％　　０．３０質量％
高過塩基性フェネート　　　　　　　　　１５　　ｍＭ　  　１５　　ｍＭ
低過塩基性スルホネート　　　　　　　　１．７５ｍＭ　  　１．７５ｍＭ
ジ－Ｃ8－ジフェニルアミン             ０．０５質量％　　０．０５質量％
第二級亜鉛ＤＴＰ　　　　　　　　　　　２２　　ｍＭ　  　２２　　ｍＭ
第一級亜鉛ＤＴＰ　　　　　　　　　　　４　　　ｍＭ　  　４　　　ｍＭ
消泡剤　　　　　　　　　　　　　　　　１０　　ｐｐｍ　　１０　　ｐｐｍ
粘度指数向上剤　　　　　　　　　  　　８．３　質量％　　８．３　質量％
処理速度　　　　　　　　　  　　　　　１４．０５質量％　１４．０５質量％
─────────────────────────────────────
【０１４１】
　　　　　　　　　第６表：マックＴ－１２試験の結果
─────────────────────────────────────
　　　　　　　                           油Ｂ　   比較油Ｂ　合格／不合格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準ＣＪ－４
─────────────────────────────────────
線状摩耗（μＭ）　　　　　　　　       ２５．９　 ２５　　　 ≦２４
トップ・リング質量損失（ｍｇ）　       ６０　　　 ８１　　　 ≦１０５
ＥＰＯ　Ｐｂ増加（ｐｐｍ）　　　       １５　　　 １８　　　 ≦３５
２５０－３００時間Ｐｂ増加（ｐｐｍ）   ８　　　　 ８　　　　 ≦１５
油消費（ｇ／ｈ）　　　　　　　　　　   ６０．７　 ８０．６　 ≦８５
全マック・メリット　　　　　　　　　   ９０５　　 ６４１　　 ≧１０００
─────────────────────────────────────
【０１４２】
　第６表に認められるように、ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネート塩を含
む潤滑油組成物は、ホウ酸化カルシウムアルキルベンゼンスルホネート塩を含む潤滑油組
成物よりも、線状摩耗、トップ・リング質量損失、Ｐｂ増加、油消費および全マック・メ
リットにおいて性能が優れていた。後者の塩は、その塩が一部を成す潤滑油組成物に摩耗
防護の改善をもたらすことが実証された。
【０１４３】
［実施例４］　腐食防護の評価
　下記の第７表の成分表に従って油Ｃおよび比較油Ｃを製造した。つまり、比較油Ｃは、
ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネート塩よりはむしろホウ酸化カルシウムア
ルキルベンゼンスルホネート塩を含んだ。油Ｃおよび比較油Ｃは各々リン分約０．１２質
量％、硫黄分約０．３４質量％であった。
【０１４４】
　これらの油の腐食防護能力について、標準ＡＳＴＭ Ｄ６５４９（ＨＴＣＢＴ）試験に
て決定し、油がエンジンを腐食から保護する能力を比較した。具体的には、銅、鉛、スズ
およびリン青銅を含む四種類の金属試験片を、計量した量の試験油に浸漬した。高温の油
に空気を一定時間通した。試験が終了した時点で、試験片および疲労した油を調べて腐食
を検出した。下記の第８表に、銅、鉛およびスズの濃度を報告した。
【０１４５】
　　　　　　　　　第７表：油Ｃおよび比較油Ｃの成分
─────────────────────────────────────
　　　　　　　　 成分　　　　　　　　　　　　 油Ｃ　　　    比較油Ｃ
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　ホウ酸化カルシウムアルキルトルエン　　　１６　ｍＭ　　　無
　　スルホネート
　ホウ酸化カルシウムアルキルベンゼン　　　無　　　　　　　１６　ｍＭ
　　スルホネート
　ホウ酸化コハク酸イミド　　　　　　　　　４　　質量％　　４　　質量％
　エチレンカーボネート処理　　　　　　　　２　　質量％　　２　　質量％
　　ビスコハク酸イミド
　低過塩基性スルホネート　　　　　　　　　４　　ｍＭ　  　４　　ｍＭ
　高過塩基性フェネート　　　　　　　　　　３２　ｍＭ　  　３２　ｍＭ
　亜鉛－ＤＴＰ　　　　　　　　　　　　　　１９　ｍＭ　  　１９　ｍＭ
　モリブデン錯体　　　　　　　　　  　　　０．２質量％　　０．２質量％
　ジ－Ｃ8－ジフェニルアミン               ０．５質量％　　０．５質量％
　ヒンダードフェノール系エステル　  　　　１　　質量％　　１　　質量％
　消泡剤　　　　　　　　　　　　　　　　　３０　ｐｐｍ　　３０　ｐｐｍ
　流動点降下剤　　　　　　　　　  　　　　０．２質量％　　０．２質量％
　粘度指数向上剤　　　　　　　　　  　　　３．６質量％　　３．６質量％
　ＭＡグラフトＥＰ共重合体　　　  　　　　６　　質量％　　６　　質量％
　処理速度　　　　　　　　　  　　　　　　　　　 １２．８質量％
─────────────────────────────────────
【０１４６】
　　　　　　　　　　第８表：ＨＴＣＢＴ試験の結果
    ────────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　油Ｃ      比較油Ｃ　　合格／不合格基準
    ────────────────────────────────
　　　Ｃｕ（ｐｐｍ）　　　　 ６           ６　　　　　≦２０
　　　Ｓｎ（ｐｐｍ）　　　　 １           １　　　　　≦５０
　　　Ｐｂ（ｐｐｍ）　　　　 ８         １１　　　　　≦１００
    ────────────────────────────────
【０１４７】
　第８表から、ホウ酸化カルシウムアルキルトルエンスルホネート塩を含む潤滑油組成物
は、ホウ酸化カルシウムアルキルベンゼンスルホネート塩を含む組成物よりも、僅かに優
れた腐食防止能力を示すとの結論を引き出すことができる。
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